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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（平山 英君） 散会前に引き続き本日の会

議を開きます。 

  ただいまの出席議員は30名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（平山 英君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（平山 英君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 早乙女 順 子 君 

○議長（平山 英君） 初めに、16番、早乙女順子

君。 

○１６番（早乙女順子君） おはようございます。 

  では、早速１番目の市民と行政の協働を実現す

るためにから質問いたします。 

  那須塩原市のトップである市長は、市民とつく

る協働のまちづくりを掲げていますが、市長の思

いが執行を担う職員に理解されているでしょうか。

市長自身が思う市民との協働と市民が思う市民と

の協働は同じでしょうか。市民との協働は言葉だ

けで、真の協働とほど遠いと思えてなりません。

行政のお上意識、市民のお任せ意識が残り、市民

と協働する前提に必要な市民や行政職員の意識改

革が伴っているか疑問に思えてなりません。すべ

ての行政運営に、特に市民生活と密着する施策づ

くり、まちづくりなど、市民との協働が必要不可

欠です。 

  そこで、市民とつくる協働のまちづくりの実現

の課題がどこにあるのかを明らかにするためにお

聞きいたします。市長を初め、各部署個々に次の

質問に関するすべてに対してお答えください。 

  実際に市民との協働を行政職員はどのようにと

らえているか。 

  現在行っている、行う予定の各課の協働の事例

をすべて具体的に上げて、協働の実態を示してく

ださい。 

  市民をまちづくりの主体でなく客体にしていま

せんか。市民を協働する対等なパートナーとして

いますか。 

  直接市民が参画できる手法を持っていますか。 

  地域の顔役に頼った市民参加を行っていません

か。 

  市民の代表である議会に説明をしただけで、市

民の意見を聞いたことにしていませんか。 

  議会にさまざまな計画を示しただけで、議会の

承認を得たと市民に言っていませんか。そして、

変えることができないと思わせていませんか。 

  市民の代表の意見を聞いたと審議会を隠れみの

にしてませんか。 

  審議会の答申が出たことで、その内容は変える

ことができないと思わせていませんか。 

  住民の意見を直接聞くといっても、アリバイ的

に説明会を開いているだけではありませんか。 

  工夫することなく、財源がないと逃げてはいま

せんか。計画ありきで進めていませんか。 

  行政内の各部署でつくられた行政計画、施策は

縦割りの弊害が出ていませんか。 
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  行政内の各部署の連携・協働はありますか。 

  以上で１回目の質問といたします。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君の質問

に対し答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 市民と行政の協働を実

現するためにというご質問をいただいております

ので、お答えをいたします。 

  ①の関係ですけれども、本市では、独自のまち

づくりを進めるために、個人や団体などの活動主

体と行政が共通の目的を持ち、役割と責任を担い

合い、互いの特性を認め、尊重しながら協力して

いくことを「協働」ととらえ、これをまちづくり

の理念として総合計画に掲げています。職員は、

この認識のもとに、それぞれの事業に取り組んで

いるものと思っております。 

  ②ですけれども、具体的な主な事業としては、

車座談議を初め、ごみ減量化推進活動、地域福祉

活動計画に基づく実践、河川・道路愛護活動、自

主防災活動、スクールガード等であり、協働の理

念のもとに展開されているものと認識しておりま

す。 

  次に、③から⑤の関係ですけれども、まちづく

りにおける主体はもちろん市民であり、相互に対

等の立場にある協働のパートナーであると考えて

おります。 

  また、市民の参加・参画につきましては、各種

計画策定などの審議会・懇談会、パブリックコメ

ント、車座談議活動、市政懇談会等、その参加・

参画の機会は確保されているものと考えておりま

す。 

  次に、⑥から⑨の関係ですけれども、議決案件

はもちろんのこと、市民生活にかかわる重要な計

画等につきましては、市民の代表であります議会

に十分ご説明を申し上げ、ご理解と協力を得て実

施することは当然のことであると考えております。 

  また、各種審議会は行政の諮問機関であり、そ

の意見・答申は最大限尊重されるべきものと考え

ております。 

  次に⑩ですけれども、それぞれの事業において

実施される説明会は、さまざまな意見や要望等を

聞き、相互理解を深め、事業を進めていく上で極

めて大切なものであると考えております。 

  次に⑪の関係ですけれども、各種事業は計画的

に進めており、ご質問のようなことはございませ

ん。 

  次に⑫、⑬の関係ですけれども、各種計画の策

定時には、各部各課の連携のための連絡会議等を

設置し、連絡調整を行いながら策定作業を進めて

いるところであります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） では、まず実際に市民

との協働を行政職員はどのようにとらえているか

のところですが、再質問してみます。 

  行政と市民、先ほど役割と責任を担い合って、

お互いの特性を認めて尊重しながら協力するとい

うようなことをおっしゃったかと思うんですけれ

ども、ここで言う市民と行政の役割と責任とは何

なのか、具体的に聞かせてください。 

  互いの特性とはどういう特性なのかを説明して

いただくのに、具体的な事例で、場面で説明して

いただけないでしょうか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） ２点ほどいただきまし

たけれども、役割と責任を担い合うということで

すけれども、当然行政そのものは、住民の皆さん

の委託を受けまして自治体を運営しているわけで

あります。そういう中でさまざまな施策等を展開
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していくわけですけれども、当然のことながら、

100％行政だけではできないという事業が多々あ

るわけであります。 

  そういう中で、いろいろありますけれども、例

えば私ども企画部のほうでは自治会等を通してい

ろいろな市の情報等を市民の皆さんにお知らせを

させていただいております。そういうことも含め

て、それぞれ市民の皆さんにやっていただくこと、

それから行政で当然責任を持ってやっていかなけ

ればならないこと、さらにはお互いに協力し合っ

てやっていくこと等々をそれぞれの事業の中で展

開しているものと思っております。 

  それから、互いの特性ということで、自治会の

お話をしましたけれども、そのほかにもいろいろ

な団体との中でそれぞれ特性といいますか活動内

容がありますので、そういった活動の中でやって

いると。 

  具体的にということですので、例えば私ども企

画部の中では、今これから、議会の中でも申し上

げましたが、外国人の方の地域支援センターを立

ち上げようとしています。これについては、国際

交流協会と連携をしながら進めていきますけれど

も、当然国際交流協会という活動そのものが外国

人の方を支援していくという組織でありますので、

そういう特性を持った団体の方と協力しながらや

っていく、こういうことだろうと思っております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） では、今、企画部長か

らのお答えですけれども、そのほかのところで協

働ってやっていないんでしょうか。福祉とか環境

とか、同じようなテーマで答えていただけません

か。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  先ほどの答弁の中にごみ関係、または地域の安

全づくりがありました。我々もこの協働という事

業の主たるものだという自負を持ってごみ減量化

のいろいろな施策展開をさせていただいています。 

  ごみ減量については、もう10年、20年も昔から

市民に行政から呼びかけていろいろな施策を各市

町村がやってきております。しかしながら、全国

的な傾向も含めて、本市におきましても、ごみが

なかなか減っていかない。都市化すると、どんど

んふえてきているという現状があります。片方は

呼びかける、片方は日常生活の中で市民の方にそ

れを実際になかなかしていただけないというよう

な構造だったと思っております。 

  そこで、協働という切り口で物を考えていく必

要がある。行政だけではもちろんできない。一緒

に考えていく仕組みを考え出さなければならない

だろうということで、今般のごみ減量推進員とか

ステーション全箇所にごみステーションの責任者、

そういう位置づけをさせていただいて、そういう

まず仕組みづくりも一つの点ではないかというこ

とでスタートさせていただきました。 

  これから育て上げていく内容ですので、成果に

ついてはまだ２カ月で、お話しできるレベルには

もちろんありませんけれども、まずそういう仕組

みづくりもしながら、同じ目線で、日常活動の中

でお互いが持てる力の範囲内で努力をしていくと

いうことが大切ではないかというふうに思ってお

ります。 

  特に環境問題につきましては、今般も政府のほ

うから地球温暖化について打ち出しましたが、朝

のニュースの評価の討論では、家庭にばかり押し

つけているんじゃないかというようなニュースの

論調が多かったように思いますけれども、やはり

国民である、または市民である我々一人一人が環

境づくりには日ごろから目を向けて展開していか
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なければならない。行政もそう思う、住民もそう

思う、ちょうどこれが同じ意見でありますので、

それを実践にどうにか結びつけてというふうに思

った形で行動をとっております。 

  一つの例だけを申し上げました。 

○議長（平山 英君） ほかにございませんか。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 福祉部局のほうで

ということなものですから、私のほうからお答え

いたします。 

  高藤企画部長から答弁しましたように、それぞ

れのところで協働という事業が行われていると思

いますが、私どものほうの保健福祉部におきまし

ても幾つかそういった事業、事例はあります。 

  例えていいますと、ことし４月から西那須野地

区と塩原地区の児童クラブが公設公営から公設民

営ということで移行したわけですが、これに当た

りましても、保護者の方の役割と責任といったも

の、それから地域の方々にも協力をしていただく、

自治会の方、それからいろいろな地域の団体の方

にも協力していただいておりますので、それらに

ついても協働で推進しているということかと思い

ます。 

  そのほか、高齢関係の事業等につきましても自

治会等の方々と協働で実施をしている事業が幾つ

かございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 具体的なものを２つの

部から答えていただいた中で、１つ環境のところ

で、産廃関係で高林のまちづくりをどういうふう

にしなければならないかという部分のところは、

スタートの段階から市民との協働をしていかなけ

ればならないことで今取り組まれていると思うん

ですけれども、その辺について、どのように取り

組まれていくのかも含めて、どのようなお考えで

なさっているのか聞かせてください。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  何度もお話ししている内容でございますので、

重複する内容になるかと思いますけれども、特に

高林地区には安定型の最終処分場が全国にもまれ

に見る数で立地が今までされてきております。こ

れを何とか防がなければならないということで、

市のまちづくりを考える上でも困った状況だとい

うことは、やはり10年も20年以上も前から黒磯市

の時代から悩んできた仕事だと思います。 

  今般というか、18年度あたりから大型の安定型

の処分場が立地しそうだという話を発端にいたし

まして、地域みずからもこれは困るという話が盛

り上がってきました。今までは行政も困るともち

ろんやってきたわけですけれども、これをより情

報を密にお互い交換して、何とか対策をしていこ

う。 

  そういうきっかけの中で、どういう手法が行政

としてはとれるんだろうということを考えてきた

中で、やはり地域住民が土地を手放したり貸した

りするという一つの現実もあって立地が起きてき

たという経過もありますので、やはり市民一人一

人の、それから地主一人一人の考え方もちゃんと

把握し、本人たちにも自覚していただいて、そう

いう中で行政と一体となって土地利用のあり方に

ついて、今後の将来のまちづくり、展望について、

産廃だけの視点からではなくて、地域発展、福祉

の向上という発想から一緒に考えていこうという

ことで、土地利用を通した産廃の規制という一つ

の手法を考えて出していくということでございま

す。 

  現在、まずは全戸世帯にアンケートをとって、

どんな形で皆さん思っているんだろうという実情
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把握をし、そのことについて集計をした結果を地

元にフィードバックする。そしてまたという形で

２度、３度。まだその程度しかやっておりません

けれども、そういう形で住民と一緒に考えていこ

うというふうに思っています。 

  展望といたしましては、これは行政だけが一方

的に考えた手法で進むわけにはいきませんので、

それが協働でありますから、我々の考えだけを申

し上げますけれども、高林もかなり広い地域であ

りますので、もう少し小まめに細かく分けて、ひ

ざを交えて、車座談議ではありませんけれども、

車座になって、いわゆる横文字で言うならワーク

ショップということになると思いますが、そうい

うことで地域住民の方々と将来を語りながら、ま

ずはお互いの現状を認識し合う、そういうものも

含めながらやっていきたいなと思っております。 

  よって、結論を急がれているときも時々ありま

すけれども、結構時間のかかる仕事になってきま

すし、行政としては今までなかなか取り組んでこ

なかった分野で、かなりのエネルギー、時間を要

する内容になってくると思います。それでも、や

はり根底となるまちづくりの進め方でありますの

で、それに取り組んでいきたいなということで、

今その取っかかりというふうに理解していただけ

ればありがたいと思います。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 今、生活環境部長のほ

うからお答えになったところで、幾つかのキーワ

ードがあるんですけれども、やっぱり広く地域住

民と話し合わなければならないというようなこと

と、時間をかけてもやらなければいけない。あと、

やっぱり計画の段階から地域住民の方と話し合い

をしている。 

  その中で一つまだ取り組まれていないのが、や

はり一部の動いていらっしゃる方としか、あと一

般の方に対してはアンケートとかという形で、一

般の人との、先ほどだれもが広く一般市民なら参

加できるようなワークショップ的なもの、もっと

広く話を聞く、行政から指名した人たちだけと話

し合いが持てるのではなくて、広く話し合いを持

つよというようなことというのはお考えになって

いるかどうか聞かせてください。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  現在の進め方も、呼びかけ方の手法として、自

治会長は地域の中から選ばれている、取りまとめ

という位置づけもありますので、自治会長さんに、

どなたでも結構ですから、こちらから役職等々は

一切指定しませんのでお仲間を連れてきて会議に

参加してくださいというやり方で、とりあえず今

はやっています。 

  だんだんこれがワークショップというレベルに

入ってきますと、地権者に来てもらって、あなた

の土地はどういうふうに考えているんですかとは

っきり聞いたりしなければならないということで、

より密接なところまで入っていくことになると想

定はしています。そこまでいくかどうかは今後の

進め方によりますけれども。そこまで想定しなが

ら、一般の住民の参画を求めつつ進めていくのが

今回のやり方だと。その意味でエネルギーと時間

が非常にかかるだろうというふうに想定している

わけでございます。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） わかりました。 

  私ちょっと誤解をしていまして、今まで福島大

学の先生方と一緒に話し合いをしたときに特定の

人しか呼ばれていないのではないかというふうに

聞きましたけれども、自治会長さんが一応そこの
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地域の代表なので、だれでもいいですから連れて

きてくださいと言って集めていたというふうな認

識がなかった。自治会長さんへの周知の仕方がき

っと違っていて、自治会長さんは自分で声をかけ

やすい人にだけかけていたというようなことが実

態だったから、それを見たり聞いたりした私は、

広く一般の人に声をかけていないなというふうに

思えてしまったので、その辺のところは少し声の

かけ方を、協力を、自治会長さんの中にも広くい

ろいろな人に関心を持ってもらうような声のかけ

方をしてもらうようなことをちょっと工夫なさっ

ていただけたらと思います。 

  やはりこういう問題は時間をかけてやらなけれ

ばならない、エネルギーをとても必要とするとい

うことはわかります。面倒くさいものなんですね、

いろいろなものを施策としてやっていくのに広く

一般の人に周知しながらやるということは。 

  ですから、主体は市民だというふうに先ほども

ご答弁ありましたけれども、実際に市民は主体に

置かれているというふうな感じは持っておりませ

ん。先ほど相互に対等な立場にある協働のパート

ナーだというふうにおっしゃったんだと思うんで

すけれども、同一レベルの主体間の対等な関係と

いうのはあって、そこでの協働はあります。明ら

かに市民と行政は対等な同一レベルの状態に置か

れていません。情報もそうです。決定機関に携わ

れる部分も一部だけ、これで対等なパートナーと

なって協働できるというふうには私は思えない。 

  レベルが異なる主体、要するに行政は権限を持

っていないと言っていながらも権限を持っていま

すし、情報も持っています。そういう中で、異な

るレベルの人たちが一つのことを成し遂げようと

するときは、行政側の事細かな配慮とか仕掛けが

なくては協働はあり得ないんですね。協働をつく

っている自治体、そういうところを見ますと、や

はりそういう仕掛けを持っているんですね。 

  那須塩原市で市民との協働にはどのような配慮

とか仕掛けを考えていらっしゃいますか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 今、対等の立場でとい

う観点からのお話ですけれども、確かに現実問題

として行政の仕事を進める上での協働ということ

になりますので、多分に行政側がスイッチを入れ

るといいますか、そこからスタートをするという

ものが多いんだと思います。そういう意味では、

今お話がありましたように、情報の問題とかいろ

いろありましたけれども、それは多分に行政側に

豊富にあるといいますか、そういう状況の中で進

めていくことにならざるを得ないという現実はあ

ると思っております。 

  そういう中で、その計画の中で、先ほど協働の

まちづくりを掲げているということで、その計画

に掲げたからこれが実現できるというものではあ

りませんが、その中の協働の部分については概要

版の中で市民の皆さんにお知らせし、それから、

それぞれの事業を実施していく中で、協働という

言葉は使っているかどうかわかりませんけれども、

協力とか、そういったものを求めるＰＲといいま

すか、そういう広報もしているという現状だと思

います。 

  ただ、おっしゃられるように、なかなか頭の中

ではわかっても、それを実践していくというのは

結構難しい話で、そうなりますと、先進事例のお

話をされましたけれども、それに対する仕組みと

いうか仕掛けづくり、制度づくり、こういったも

のは確かに大切なものなんだろうと思います。そ

うなれば、これは考えていることと実践が結びつ

いていく、そういうことで協働を担保していると

いうことになるんだろうと思いますので、この辺
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については正直なところ、まだ私どものほうはそ

こまでいっておりませんで、これについて今年度

から市民協働推進課のほうでそういった仕組みづ

くりに着手しようと。若干時間はかかると思いま

すけれども、そういうことで部の中、課の中で今

話し合いを進めておりますので、そこに向けて行

政の内部としては進めていきたい、こんなふうに

思っております。 

  ただ、それも実践に結びつく実のあるものにし

ていかなければならないということもありますの

で、その辺も十分踏まえながら、どういう内容に

していくかというのをしっかりこれから詰めてい

く。協働は、これから行政、市民の皆さんとのま

ちづくりというのは永遠に続いていくわけですの

で、そんな考え方で進めてまいりたいと思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 協働を目指そうとして

仕掛けとか仕組み、そういうルールをつくろうと

しているというご答弁はしっかり受けとめさせて

いただきます。 

  市民協働推進課、新しく鳴り物入りでつくった

課ですから実績を上げていただかなくてはなりま

せんので、それで真の協働を目指すために、ほか

の自治体でとっている事例は、要するに今の市民

協働推進課が進めようとしてやっていってルール

をつくったり仕組みをつくっても、全庁的に理解

されていない。あっちの課はこういうやり方をと

っている、そっちの課はこんなやり方をとってい

る。きちんとできているところもあるけれども、

それと正反対のことを市民に、仕打ちとも思える

ようなことをやってしまっているような担当課も

あります、今現在。 

  そういうことが出てきたとき、やっぱりルール

化をしなければならないということは、ここは市

町村、自治体ですから、そうすると条例化をする

ということをすれば、そんなあっちで違うやり方、

こっちでやるやり方が違ってきてしまうというよ

うなことはないですね。それでやっているんだと

思うんですけれども、真の協働を目指すために自

治基本条例を制定するような自治体というのが出

てきております。ここにいます議員の中でもそう

いうものを学びに先進地に行っていらっしゃる議

員も何人もいらっしゃると思います。 

  そういう部分をすぐにつくれと言っても、あれ

は簡単に、きちんとした条例になっているところ

となっていないところとさまざまです。ですから、

せめて条例策定の過程で、市民との協働というの

はどういうものなんだというものをまずしっかり

と理解していなかったら条例化できませんので、

せめて自治基本条例がどのようなものであるか、

その協働を成し遂げるためには何をしておかなけ

ればいけないかということの研究をまず始めるお

つもりはございませんか。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 先ほど私のほうからこ

の件について内部で勉強を始めると申し上げまし

たのは、ただいま議員が言われたような内容その

ものなんですね。果たして条例化までいく、その

条例もどういうふうになるか、それはわかりませ

ん。条例化までいくかどうかも、それは現段階で

は白紙ですけれども、そういったものが想定はさ

れるんだろうと。そういう中で作業、勉強、研究

を進めていくと、こういうつもりでおります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） ぜひきちんとしたもの

を研究していっていただきたいと思います。すぐ

に自治基本条例をつくれと言っても、それは無理
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なことですので。 

  時間がなくなりますので、先に進めさせていた

だきます。 

  その次の⑤のところでなんですけれども、行政

財政が厳しくなったので、これからは市民に代替

してもらいたい、我慢をしてもらいたい、その気

持ちは私も十分にわかっています。でも、それら

を担ってくれる人、行政に都合のいい結論を導き

出す、そういうようなことを今しているのではな

いか。本当に市民が協力するということと違うこ

とを協力させられていないかということに対して

私は疑問を持っているんですけれども、この点い

かがでしょうか。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 行政に都合のいい方、

こういうお話ですけれども、先ほども申し上げま

したけれども、いろいろ市民の皆さんからご意見

をいただく機会とか、皆さんがそれぞれ意見を述

べる機会というものはそれなりに確保されている

と思っております。 

  例えて言えば、審議会・懇談会、それぞれの部

署で委員の皆さんにお願いすることにはなります

が、これについてもある特定の個人の方にお願い

するということもなきにしもあらずですけれども、

我々の一般的な考え方としては、例えば団体から

だれかお願いをするというときには団体の中でご

推薦をいただくということで、特別特定の人をと

いうようなことは余りなくなってきているのでは

ないか、このように思っております。 

  そういう意味で、決して私どものほうの都合の

いい人だけということはないと思っております。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 別に審議会のメンバー

ではなくて、市民参画の中で行政に都合のいい部

分のところだけを市民に担ってもらっているんじ

ゃないかというものも含めて、今のもそうですけ

れども、そう言っております。 

  ボランティアにやってほしい、地域の人にやっ

てほしいというときに、行政が自分の荷を軽くす

るもの、市民が自分たちはこれを担うよと言った

ものに対しては逆に行政は消極的、させない。市

民の力をかりたほうがよほどうまくいくのにとい

うようなことを行政は思ったよりしたがらない。

それはなぜかというと、自分たちがコントロール

できないからかなというふうに勘ぐってしまいま

す。 

  そのようなことで私は聞いたんですけれども、

そういう観点からいかがですか。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） そういうつもりでやっ

ているわけではありませんが、場合によっては結

果としてそういうことも、議員おっしゃられるの

で、あるのかもしれません。 

  ただ、市民との協働のまちづくりを進めていく

というのは市のまちづくりの基本理念として定め

ていることでありますから、そういう中でやって

いく。もちろん行政からお願いすることもあるで

しょうし、市民の皆さん、例えば産廃のお話も先

ほど出ていましたけれども、住民の皆さんのほう

からのそういった運動に対して市のほうもできる

だけの支援をするというか協働をしていくという

場合もありますので、決して市民の皆さんからの

ものを拒絶する、こういう意識でやっているつも

りはありません。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 飛びますけれども、⑫、

⑬のところで、これは前回、３月議会からの議論

が足りなかった部分、今のところからつながって

きてしまうので、ちょっとお聞きいたしますけれ

ども、青木にある仙台育英の跡地利用のことで、
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さんざんまちづくりの核になるのではないかとい

うことのときに、その辺について住民との十分な

協議をなされないまま、あそこの利用を決めてい

ってしまっているというようなことが、さっき事

例と言えばそういうようなことです。 

  生活環境部のほうではその辺のところも事前に

知っていたら、少しは何かできることがあったら

というようなご答弁をなさったと思うんですけれ

ども、そういうことも含めて、市民の力を活用す

るということに対してどのようにお考えになって

いるか。仙台育英の跡地利用なんかの件を引き合

いに出して前回やりましたので、その辺のところ

でお答えしていただけませんか。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 協働のやり方といいま

すか、これについてだと思うんですけれども、そ

れぞれの事業によって市民の方の参加をいただく

という形態はいろいろあると思うんです。すべて

が意思形成段階といいますか、計画段階から参加

をしていただけなければ協働ではないんだという

ことではないのではないかなと、私自身はそんな

ふうに思っております。 

  そういう中で、いろいろ市民の皆さんの力をか

りなければならないものは多々あるわけですけれ

ども、仙台育英学園の跡地の話は、ぶり返したく

はないんですけれども、そういう経過の中で、市

民の代表であり、執行機関である市長の判断の中

で今回はやらせていただいておりますし、そうい

うことで、施設を有効にサッカー場として活用し

ていただくためには、いろいろ子どもたちを支援

する、例えばスポーツ少年団の中で市民の皆さん

の力をかりて、そういった子どもたちを育成して

いただいてその施設を有効的に利用していただく、

こういうのも協働だと思っておりますので、その

事業、事業、それぞれの事業の中でこの協働の形

も変わってくるということがあるのではないかと

思っております。 

  いずれにしても、基本的には市民の皆さんのお

力をかりながらやっていく、この基本姿勢に変わ

りはありません。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） そこで、次のところに

移るんですけれども、今もそれを計画していたと

ころで市民の参画がその時点ではなかったという

ことで、やっぱり計画を策定する時期とか物事が

成り立っていくときにどういう経過で成り立って

いったということで、それぞれに違ってきていま

す。 

  それで、先ほどもまちづくりの中でお聞きした

ところで、総合計画に掲げたからできるわけでは

ないというようなご答弁を企画部長はおっしゃっ

ていましたので、計画イコール実施ではないとい

うような認識でよろしいですよね。 

  それともう一つ、よく市民があきらめてしまう。

何かを求めたときに、もちろん計画の段階で形だ

けしか市民が入っていないというようなものに、

実際に計画ができたのだからもう絶対変えられな

いみたいに錯覚をさせるということがあります。 

  審議会の答申が出たことで、その内容は変える

ことができないと思わせているというより、先ほ

ど答弁の中で、各種審議会は行政の諮問機関であ

り、その答申は最大限尊重されるべきものと考え

ているというふうにおっしゃいましたよね。それ

で、その答申は絶対ですか。変えることはできな

いですか。 

  それとあと、さまざまな計画というのは、それ

に従ってやっていかなければならない。それを尊

重しなければならないのはわかるけれども、先ほ

ど言ったように絶対変えられないものですか。 
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○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） ２点に分けてお答えし

たいと思いますけれども、前後しますが、まず計

画が絶対変えられないかと、こういう話です。 

  その計画なり実施計画の中で、市民から負託を

受けた市長が施策をいろいろ計画をしています。

当然のことながら、それを実施していくためには、

住民の皆さんに理解を得なければ実施できないも

のがほとんどですけれども、そういう中で、先ほ

ど申し上げました説明会なりパブリックコメント

とか、いろいろな形でご意見をいただく。その中

でこれはだめだということになれば、当然それは

だめでしょうし、もちろん予算等も伴いますから、

それがだめだということであれば、議会の皆さん

からも多分最終的な決定はいただけないというこ

とになれば実施できないということになりますの

で、計画が絶対実施だと、こう言い切ることはで

きないと思います。 

  それから、審議会のお話ですけれども、審議会

は先ほど申し上げましたような成り立ちでありま

すので、これは最終的に審議会としての意見をま

とめるということに通常なります。それは市民の

皆さんの声、あるいは専門的な方をお願いする場

合もありますので、そういったものを最大限尊重

していくということになりますけれども、ただ、

答申そのものは拘束力を持っているものではあり

ませんので、先ほど、議会の議決はもちろん執行

側、ちょっと言葉は悪いかもしれないんですけれ

ども、それを拘束することはできますけれども、

市に対する答申そのものはそういう性質のもので

はありませんので、絶対かと言われればそうでは

ないと答えるしかありませんが、尊重はされるべ

きものと、こう思います。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 解釈に間違いないと思

います。 

  各種審議会で出された答申、それは市長なり教

育長なりが諮問しますので、諮問した人がそれを

尊重しないで諮問するということは絶対あり得ま

せん。それは当たり前のことです。ですから尊重

します。でも、それを言って、審議会の、言葉の

あやなんですね。いろいろな説明会とか、いろい

ろなところで説明するときに、執行機関がその答

申は最大限尊重されるべきですというふうに使っ

たときに、議会の議員でさえも、そう言われたら、

その審議会の答申は尊重しなければならないと間

違っている議員もいらっしゃるぐらいですから、

一般市民に言いましたら、それはもちろんですね。

実際に審議会の答申なんだから最大限に尊重しな

ければならない。議会は、それが出てきたものを

最大限にチェックしなければならないんです。尊

重するのではなく、チェックするんです、議会は。

ただ、そういう関係を一般の市民はわかりません。

ですから、そう言われると、もう変えられないも

のだと錯覚します。 

  それに、議会に説明をしたということ、議決事

項でなくても、総合計画ぐらいですよね、議決事

項で出てくるのは。そのほかの細かいのなんて議

決事項ではありません。でも、議会に説明をしま

した、議会の承認を得ましたというような言い方

をよく使います。そうすると、もう議会の議決を

とった、さっき部長がおっしゃったように、議会

の議決は絶対ですよね。でも、私たち議決してい

ないものまで市民の人は議決をしたと思って、そ

れで意見を言って変えるということをあきらめて

しまう。あきらめさせるために使うということに

しています。そういうような説明会を開いており

ませんか。 
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○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 最後の部分ですけれど

も、そういう意味での説明会というつもりは全く

ありません。 

  それから、市民の皆さんがわからないと、こう

いうお話ですけれども、それは議員のお考えであ

って、私はそうは思いません。いろいろ審議会

等々の答申どうのというのは、国なんかでもいろ

いろ報道されておりまして、それに基づいて政策

を多分国でも練っていくわけですけれども、そこ

でそれがいろいろ変更になったりとか、そういっ

たこともありますので、答申とはどういうものだ

というのは市民の皆さんもご理解をしていること

ではないかと、こんなふうに思っております。 

  それから、計画が総合計画ぐらいで、ほかの計

画は説明されていないと、こういうお話ですけれ

ども…… 

〔「議決」と言う人あり〕 

○企画部長（高藤昭夫君） 議決ですか。計画その

ものの議決はそういうことかもしれませんけれど

も、それはもちろん予算の中にそういった事業費

というのは組み込まれているわけですから、そう

いう中でその事業計画の議決を言い方によっては

もらった、こういう言葉を私どもは使う、これは

行政の事務の執行上やむを得ないことであります

ので、そこはご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） じゃ、もう次の質問に

入っていってしまいます。 

  次に、２番目の質問、保育園整備計画と民営化

についてお聞きいたします。 

  保育園整備計画で民営化を図る保育園として上

げられている５つの保育園で昨年10月から保護者

説明会が行われていますが、市のスケジュールに

従った形式的な説明会となっているのではないで

しょうか。説明会で示された保育園民営化ガイド

ラインは、保護者の意見を聞いて修正した形はと

っていますが、民営化の狂わないスケジュールを

進めるための手順でしかなく、保護者の意見聴取

は形式であると思います。しかも、事業者の選定

に当たっては行政の意のままで、選考専門委員会

に保護者の意見が反映されることや変更されるこ

とが明確にされていません。そのため、保護者の

納得が得られないまま事業者が決まり、民営化さ

れることが危惧されます。 

  そこでお聞きいたします。市長は、保護者の理

解が得られないまま強引に民営化はしないとのお

考えを示していましたが、説明会が民営化ありき

で進められているのではないでしょうか。 

  民営化の対象として上げられている５つの保育

園で説明会を行った結果、保護者は民営化をどの

ようにとらえていますか。 

  理想的な事業者が見つからなかった場合はどの

ようにいたしますか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 早乙女順子議員の市政一般

質問にお答えいたします。 

  ただいま２の保育園整備計画と民営化について

でございまして、３点ほどございますので、順次

お答えしたいと思います。 

  まず、①の説明会が民営化ありきで進められて

いるのではないかということでございますけれど

も、平成20年12月議会の一般質問にお答えいたし

ましたとおり、保育園整備計画は、総合計画、集

中行財政改革プランに基づきまして、保護者の代

表、民生委員、保育園長などによる保育園整備懇

談会において検討を重ねて策定したもので、多様

化する保育ニーズへの対応、老朽化した保育園の
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整備等、保育環境の充実を図るために、市の財政

負担が多くなっている公立保育園の運営を民間活

力の導入によりまして効率的に行うことを目的と

しております。 

  したがいまして、市といたしましては、保育園

整備計画を推進するために、民営化の必要性、目

的、その効果などを説明し、保護者の理解と協力

を得ることで円滑に民営化を進めていきたいとい

う目的で説明会を開催いたしております。 

  ②の保護者は民営化をどのようにとらえている

かについてお答えいたします。 

  ５つの保育園で、現在までそれぞれ４回の説明

会を開催してきました。その出席率は、第１回目

が19％から44％で、回を重ねるごとに出席率は低

下し、第４回目は７％から13％という状況でした。

欠席した保護者にはその都度説明会の資料を配付

しており、また、新規の保護者に対しましても、

入園案内とあわせて保育園整備計画について説明

してまいりました。 

  これまでの説明会における反応を見ますと、お

おむね民営化についてはご理解をいただいている

ものと考えておりますが、一部に反対意見があり

ますので、引き続きご理解いただけるよう努めて

まいります。 

  ③の理想的な事業者が見つからない場合につい

てお答えいたします。 

  事業者の選定につきましては、選定基準を設け、

保育園ごとに選定基準を定めた上で公募すること

を考えております。 

  対象事業者は、地域や保護者の信頼を得られる

ような保育行政、幼児教育に実績のある事業者と

いうことから、栃木県内に法人格を有し、那須塩

原市内で保育園または幼稚園を設置運営している

社会福祉法人及び学校法人とする予定であります。 

  選定基準は選定条件を満たした事業者の中から

適正な事業者を選定しますが、応募事業者に適当

な事業者がなかった場合は、公募の対象を市外に

広げる予定でございます。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 先ほどの質問とダブっ

てくるんですけれども、さきの⑪の質問で、計画

的に進めているのであって、計画ありきではない

というふうな答弁をしたんですけれども、私、こ

の保育園の民営化においては、計画ありきで、民

営化ありきで進めているとしか思えません。 

  市長は、最初のあいさつで保護者の理解が得ら

れないまま強引に民営化はしないという考えを示

しておりますけれども、前の答弁でもそのように

聞いたと思いますが、それについては、納得が得

られないまま進めないということには今でも変わ

りはないんでしょうか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 納得の得られないまま進め

ることはあり得ないと思います。納得していただ

くということでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 私がなぜ説明会が民営

化ありきで進んでいるのではないかというふうに

思いますのは、４回説明会を行っていますね。そ

のうちの１回から３回までのやりとりの内容から、

どうしても説明会は民営化ありきで進められてい

ると感じている保護者が多いなというふうに、こ

れは私の主観だと言われればそれまでなんですけ

れども、先ほど保護者説明会の出席率がどんどん

下がってくる。これはあきらめたので下がってき

ているんですよ。納得したので下がってきている

のではありません。もし民営化を進めるならば、

保護者説明会にどんどん出て、こういうふうにし
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てほしい、ああいうふうにしてほしいという意見

をどんどん出してきます。 

  先ほど答えた出席率が下がってきているという

理由をどのようにとらえましたか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 出席率が市長が答

弁しましたように、確かにだんだん下がってはき

ております。これをどうとらえるかということで

ございますが、最初の第１回の説明会のとき、昨

年10月に行っておりますけれども、保育園整備計

画の概要ですとか民営化に当たりますガイドライ

ンの素案、そういったものを説明させていただい

て、課題調査票というもので課題調査というのを

とらせていただいたりしております。その後、だ

んだん民営化ガイドラインの素案に対します意見

等をいただいて、変更点があるところは変更する

ということで３回、４回とやっておりますので、

その辺につきましては、今度、保護者会の役員の

方等の会合といいますか、打ち合わせもやってい

るということで、とらえ方によってはあきらめて

いるというとらえ方もあるかと思いますが、役員

の方々にある意味ではお任せしているというとこ

ろもあるのかなというふうにも感じております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 今、役員会の方とは話

をしている、詰めているということですけれども、

役員の方はきついですよ。こんな大切なことを、

もう４回で説明会は打ち切りだと言ったというふ

うにも聞こえてきております。それではその後ど

うするんだと言ったら、役員との話し合いはずっ

と続けて理解を得る。でも、役員だけでそれを担

うというのはとてもきついことだということはご

理解ください。 

  それとあと②のところで、さっき民営化につい

て保護者の方はおおむね理解しているというよう

なことで、一部反対意見がというような言い方を

したと思うんですけれども、一部反対意見がある

ということは、５園の中の保護者の中で一部反対

の意見があるというふうに聞き取れたんですけれ

ども、新聞報道によりますと、一部に反対意見が

あるのではなくて、民営化してほしくないと考え

ている保育園がある。実際にそう思っていても、

まだ判断していない方たちがいるというふうに私

には思えるんですけれども、その辺はどのように

とらえていますか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 先ほども答弁して

いますけれども、おおむねの保育園につきまして

はおおむねご理解をいただいているということで

解釈、理解をいたしております。 

  先ごろ新聞の報道にありましたが、ひがしなす

保育園の保護者会のほうから要望書というものが

出されております。中身的には、公立保育園でい

っていただきたいというのが大きな筋道だと思い

ます。そういったことで、ひがしなす保育園のほ

うから、言いかえれば民営化にはしてもらいたく

ないということだと思っております。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 契約ですから、公立の

保育園に契約して入ったわけだから、公立の保育

園というのは、各地で裁判が起きている部分のと

ころなんかも、何で公が担わないんだろうという

疑問から裁判なんかも起きています。実際それで

ストップしていますし、私が視察に行った足利市

では、保護者が100％反対しているので民営化は

ストップしましたと。そういうふうに聞いたのは、

もちろん足利市の対応してくれた担当課の職員か

らの説明の中の１フレーズですよ。 
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  そういうふうな足利市の、どこの保育園という

とちょっと語弊があるので、それはなぜかという

と、そこの保育園の保護者が、事業者が決まった、

その事業者が決まった時点で、この事業者では無

理ということで100％反対になったということで

ストップしたという事例です。 

  ③のところで私、質問入れておいたんですけれ

ども、理想的な事業者が見つからない場合はどう

しましょうかという。保護者の方たちの今までの

いろいろなことを聞くと、最終的に事業者への心

配、あと、なれた保育士さんとの関係が断ち切ら

れるのはどうする、そのほかにももちろんありま

すけれども、そういうようなものが多いんです。 

  その辺のところを本当に毎回、３回までの全部

調べましたところ、そういうようなところに集約

してはいけないんですよ、もっと細かい、１つし

か出ないような話でも重要なことというのはあり

ましたから。でも、多かったところはそういうよ

うなところです。 

  理想的な事業者が見つからなかった場合どうし

ますかというのと、質を高めますと必ず言ってい

るんですね。どうやって高めるんですか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） まず、保育園の質

の向上ということですが、12月議会のときにも申

したかもしれませんけれども、民営化に当たりま

しては、先ほど言われましたように、保育士が即

すべて入れかわっては子どもたちに影響を与える

ということで、そのまま、今、臨時保育士さんに

相当市の保育園で働いていただいておりますので、

臨時の保育士さんの中に、希望調査というのを昨

年からやっておりますが、民営化される場合にそ

ちらで働く意向があるかどうかというのをやって

おりますので、その辺の意向を踏まえながら、で

きるだけ保育士の異動といいますか、全面的に入

れかわるというものをなくすような対策を講じる

ことを今やっております。 

  それから、合同保育といいますか、市の保育士

との引き継ぎの期間というもの、引き継ぎといい

ますか合同保育の関係なんですが、市の保育士が

民営化に当たりまして即入れかわるのではなくて、

市の保育士が、最低でも、最低というか、合同保

育期間を３カ月間は設ける。これは保護者の皆様

方とのガイドラインのやりとりの中で、当初、市

のほうでは１から３カ月程度予定していたんです

が、３カ月はやるというようなことがあります。 

  それから、引き継ぎ期間につきましても１年以

上持ってもらいたいということがございまして、

それを取り入れたということで、即全くごろっと

変わるというようなことのないように移行期間と

いうものを十分設けながらやっていきたいという

ふうに考えておりますし、質の確保につきまして

も、先ほど言いました保育士そのものが全部入れ

かわるのではなくて、また引き続き今までやって

きた保育士さんにやっていただくというような方

法を事業者の方にもお願いしていくということで

ございますし、保育士の研修等につきましても市

の責任においてやっていくということで質の向上

を図っていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時１２分 

 

○議長（平山 英君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ここで、保健福祉部長から発言がございます。 
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  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 先ほど理想的な事

業者が見つからなかった場合にどうするのかとい

うことに対しまして答弁が漏れておりましたので、

答弁をさせていただきます。 

  市長のほうから最初に答弁はしておりますけれ

ども、理想的なといいますか、適切な事業者が見

つからない、最初は市内に保育園、幼稚園等を運

営している学校法人、社会福祉法人ということで

やりますが、そこでできなかった場合には枠を市

外に広げて公募をしていくという予定でおります。 

  実際に事業者の選定を行っていくに当たりまし

ては、いわゆる１者だけしか応募がないという場

合には市外に広げていくということで、複数の事

業者から応募があったときに選考をしていくとい

う予定でおります。 

  それから、どういった事業者を選考していくか

ということもちょっと触れさせていただきますが、

法人としての運営の能力といいますか、組織の能

力ですとか財務の関係ですとか、それから保育事

業の計画、いわゆる保育の方針、それから職員の

資質向上のための計画がどのようになっているか

ですとか、それからサービス向上のためにどうい

ったものに取り組むか、その辺の選考基準という

ものでやっていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 先ほど保育の質につい

て聞いたときに、どうも保育所保育指針を読まれ

ていないのかなと思うんですけれども、保育の質

は、保育士自体の質、保育サービス自体の質と、

もう一つ、保育園の質というのがあるんです。適

切な事業者がなかったらと保護者の人が心配して

いるのは、その保育園を経営する運営者の質、保

育園の質、それをどうするかという部分のところ

を心配しているんです。それに対して何かありま

せんか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 先ほど言いました

ように、選考に当たりましては、大きな項目では

保育事業計画になりますが、その中に保育の方針、

その保育園の理念といいますか、そういったもの

を出していただきますし、保育計画も細かに出し

ていただくということになりますので、そこらに

網羅されてくると思っております。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） そちらからあると思っ

たんですけれども、ないので私がしびれを切らし

て言います。 

  ガイドラインのところとか、あと保育事業者の

選定のところとかに出てくるんですけれども、第

三者評価を義務づけるというふうな言葉がありま

す。その第三者評価というのは、保育園、園の質

と保育士の質、両方を評価します。 

  でも、実際に民営化してから保育園の質を問う

ために第三者評価しても意味がないんですね。第

三者評価というのは何のために行うかというと、

第三者評価というのは、同じ評価基準を持って、

ということは同じ物差しですよね、そして評価で

きる点、課題となる点を明らかにして、その上で

質の向上のために改善をする。質を保つ。それで、

改善をするためには課題が明確にならなくてはな

りませんので、その課題を第三者と一緒に整理し

て、そして現在の質を確保し、よりよきものにし

ていく。そういうのが第三者評価なんですね。 

  そうしたときに、第三者評価を選ばれた事業者

に課す、義務づけるといっても、何と比較するん

ですか。現在の保育園の評価をしておかなくては、

今現在どんな質なのかが客観的に第三者が評価し
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ていないんですね、今、公立といえども。 

  ですから、今の質を守るといっても、それは漠

然とした感覚でしかないんですね。民営化の手続

に第三者評価を入れておいても、ある意味、比較

するものがなかったら、現在がどうなのかの客観

的な質というものを明らかにしなかったら、なら

ないんですね。現在の質のレベルを客観的に示す

ということを第三者評価で今現在の保育園に対し

てして、この質を次の業者は下げることがないよ

うにということを担保しなかったら、質を下げま

せんとは言い切れないんですね。 

  ですから、事業者に第三者評価を義務づけるの

はいろいろなところでやっています。宇都宮市は

義務づけていないんですけれども、上三川町とか、

既に民営化したところは第三者評価を義務づけて、

それを条件にしている市町村はあります。実際に

取り組んでいるところもあります。でも、公立の

ときからやらないので比較ができないという問題

が明らかになってきています。 

  ですから、民営化したいがために、事業者は大

丈夫なんだよというために第三者評価を義務づけ

るという、その方便にだけ使っていませんか。民

営化の前に第三者評価を受ける気はありますか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 現在の公立保育園

の第三者評価をしないと比較ができないだろうと

いうことでございますが、公立保育園につきまし

ては、３月議会でも答弁しているかと思うんです

が、今年度、内部評価を始めていきたいというこ

とで答弁をしているかと思うんですけれども、第

三者評価につきまして、今年度すぐというわけに

はちょっといかないと思っております。 

  既に民間の保育園も５カ所の保育園がございま

すので、公立保育園と比較というのもありますが、

民間の保育園との比較というものではできるので

はないかと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） きちんとその辺のとこ

ろも考えてください。自己評価とか内部評価とい

うのは自分たちでやっているだけです。客観的な

評価にはなりませんのでということを申し添えて、

時間がなくなりますので、次に移ります。 

  ３番目の質問ですけれども、ごみの有料化と新

しい分別収集についてお聞きいたします。 

  ４月からごみの有料化と新しい分別・収集が始

まり、懸念された混乱が起きたことで問題が明ら

かになり、ごみ問題に市民の関心が集まったこと

と思われます。 

  その問題の一つは、可燃・不燃ごみの有料の袋

をたくさん使用とすると費用がふえるので、資源

を分別してごみの量を減らすようになる、有料化

で分別の徹底と資源化の向上が図られるというふ

うに説明会で説明していたと思いますけれども、

実施された新しいごみ分別は中途半端な分別で、

市民にとっては有料化といったデメリットだけで

メリットがなかったと言えます。 

  そこで質問いたします。 

  ４月からごみの有料化と新しいごみの分別・収

集が始まりましたが、市民からの苦情はどのよう

なものでしたか。その対応はどのようにしました

か。 

  ごみの分別・収集・処理方法で既に変更したこ

とがあると聞きましたが、それはどのようなこと

ですか。その周知はどのようにしましたか。 

  ごみの分別の徹底やごみの減量化、資源化の推

進は、ごみの有料化をしなくてもできるのではな

いでしょうか。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） ご質問が３点ござ
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いましたが、順次お答えをさせていただきます。 

  まず、①の市民の苦情はどのような内容のもの

か、その対応はどうしたかにつきまして、この点

につきましては、10日の市政一般質問、中村議員

にお答えしたとおりでございます。 

  ②の、次に、分別・収集・処理方法で既に変更

したことはについてお答えいたします。 

  特に変更したものはございません。 

  ただ、新聞紙とチラシに関しまして、当初、新

聞紙とチラシを完全に分別した場合、紙問屋での

扱いがチラシはその他の紙であることから、チラ

シに警告ステッカーを張りました。市民から多く

のご意見をいただき、問屋に確認をし、新聞折り

込みのチラシは別に出されても新聞紙の日に収集

することで委託業者に周知をいたしました。市民

には新聞紙と分けずに出していただけるよう、ほ

かの分別方法とともに引き続き周知に努めてまい

ります。 

  ③の引き続き、有料化をしなくてもできたので

はないかについてお答えいたします。 

  スタートして２カ月を過ぎたばかりで、減量率、

資源化率の動向に関する判断はできませんけれど

も、従来から機会あるごとに説明をさせていただ

いておりますように、有料化はごみ処理費用負担

の公平性の確保、それから分別向上、資源化向上

という意味を有しておりまして、有料化を柱とし

て、ごみ減量推進員制度、集団資源回収事業、多

量排出事業者への減量化計画策定の指導等々、さ

まざまな施策を重層的に展開することも必要であ

ると考えております。 

  今後も積極的に市民の皆様への説明も実施して

まいります。時間はかかると思いますが、ことし

がそのスタートであるということをご理解いただ

ければと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） では、①のところは先

日お答えしたとおりだということで、ここは聞か

ないことにします。 

  次に、那須塩原市のごみの有料化とごみの減量

化、資源化、ごみの分別の考え方なんですけれど

も、ここで一つお聞きしたいのは、減量化、何の

ためにやるのか聞かせてください。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  何点かございますが、大きな話からいえば、有

限の資源、特に化石燃料等も含めまして、そうい

う資源を大切にするということにあると思います。 

  それから、ごみ処理、またはその製品をつくる

に当たってはいろいろなエネルギーを使うわけで

すから、それを少なくすれば地球温暖化防止にも

役立つということもあると思います。 

  それから、直接的には、ごみ処理するためには

税金を投入しておりますけれども、経費がかかり

ます。少なくなればそれだけ経費も少なくなって

くるということで、その少なくなった分は違う事

業等に展開できるということが主なものだと思い

ます。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 最終処分場の延命とい

うのも入りませんか。 

  私、最終処分場の延命というところでとても気

になっていたんですけれども、９月議会でしたか、

パッカー車導入のことで審議に入ったときに、す

べてパッカー車でやるのはおかしいと常任委員会

で言ったことというのはお覚えですか。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 記憶にあります。

昨日も中村議員への答弁のときに、ごみを出す日

にちがふえて、毎日のように出すのは大変だとい
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ったときに少しお答えしたと思うんですが、ごみ

処理経費の節減化ということで、業者さんがいろ

いろな種類の車を持って、平ボディー、それから

パッカー車、それぞれいろいろ持って運行するに

は当然経費がかかる。今回、我々入札でやらせて

いただきましたけれども、かなり経費が下がって、

予定額よりかなり低い額で受託していただくとい

うことで、その分市民の税金が少なく済んだとい

うこと等もありますので、そういう意味で考えた

部分があります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 大きな落とし穴があっ

たんですね、パッカー車にしたために。 

  先ほど最終処分場の延命化も減量化の目的の一

つかと聞いたときに、そうだというふうに部長席

でうなずいていましたけれども、実際にパッカー

車で瓶を集めますと、どういうふうになるかわか

りますか。カレットになるんじゃないんです。カ

レットにもならない。カレットでも救えない。平

ボディーでやれば生き瓶として、皆さんがよく言

われる３Ｒ、リユース、リデュース、リサイクル。

リユースになるのが生き瓶ですよね。それにもち

ろんならない。リサイクル、今、那須塩原でやっ

ているのが瓶のリサイクル、でも、そのリサイク

ルにさえならないんです。カレットにならないん

です。カレットより小さな砂状になってしまう、

パッカー車でつぶしますから、すってしまいます

から。 

  今どういうふうにしているかというと、カレッ

トで売れない。もちろん瓶は今売れなくなってし

まっているから、売れなくてもリサイクルに回っ

てくれればそれでもいいんですけれども、埋め立

ての量がふえています。その現状をわかっていら

っしゃいますか。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  詳細なデータを承知しておりませんので埋め立

ての数量についてコメントはちょっとできません

けれども、一般理論的にいえば、生き瓶を、要す

るに昔でしたら一升瓶はそのまま戻してリサイク

ルに回るというような形でいきました。我々も一

番今、新しい制度、要するに資源ごみの集団回収

というときに悩んでいるのは、ある地区から話を

いただいたんですが、生き瓶を持っていったら引

き取ってくれないと。今はそういうふうに回る時

代じゃなくなってしまったということで、確かに

生き瓶で回れば、そういうふうにやっている部分

もありますし、現在、センターのほうでも、収集

業者ができる限り、量には限度はありますけれど

も、生き瓶で回収して、あの中に入れないで、違

うあいているスペースに置いて持ってきた場合、

そのまま生き瓶で何とか回そうという努力はして

おりますけれども、パッカー車に入れたためにか

なりの量が最終処分場に回っているというような

判断はしておりません。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 最終処分場に行ってい

る量をきちんと把握してください。お金の問題じ

ゃなくて、最終処分場を次、つくるときはもっと

困難です。お金で解決できないぐらい困難です。

だから、青木にある最終処分場はもう極力少なく

する。それだから灰溶融までしたんじゃないんで

すか。その辺のところをよく。 

  それで、できる限りセンターで生き瓶も収集し

ていると言いますけれども、今までの黒磯だけし

かわかりませんけれども、のところで収集してい

た生き瓶の量から見ると、今は１割にも満たない

んじゃないかなというような感じが清掃センター
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を見てきて思いました。ですから、リユースに回

っているものもほとんどないというふうに、まあ、

努力はしているんでしょうけれども、パッカー車

で集めないで、持ち込みの中では生き瓶もあるで

しょうけれども、それはわずかです。そういう実

態もきちんと把握してください。 

  あと、ごみの中の苦情、どんなものがあったか

というところ、具体的にきのうはお答えになりま

せんでしたけれども、一番市民が混乱しているの

は缶です。要するに、ずっと私もこの場でも言い

ましたし、四角マークのアルミとかスチールとか、

マークのない缶類、その他の金属類は新分別では

有料となっています。でも、今までその缶は缶と

してリサイクルに回っていました。 

  分別、資源化の考え方をお聞きしたのはなぜか

というと、燃やすものを少なくする、埋め立てる

ものを少なくする、そういうことで資源を大切に

して地球温暖化、そして経費を少なくするという

ことだと思うんですけれども、実際にリサイクル

に回す缶、瓶と違って缶は有料で売れていますよ。

それが青い有料の袋に入れているんですね。これ

はどこか矛盾しているシステムをつくってしまい

ませんでしたか。 

  それで、瓶はリサイクルになると言って無料の

半透明の袋で集めていますけれども、大分の量が

カレットにもならないで、カレットとして救われ

ることもなく埋立地に行っている。これはどこか

逆転していますよ、制度をつくったときに。 

  その辺のところ、要するにもう一度瓶の回収の

方法を考え直す、そして、きのうもありましたけ

れども、パッカー車がやたらに回っているという

のは、ただ回っているだけじゃなくて、紙でした

ら段ボールと新聞紙が一緒の日に出ています。で

も、段ボールと新聞紙を一緒のパッカー車に行く

と、その収集はとても搬出困難を来します、混在

して入れちゃうと。分けた意味ないです。 

  ですから、業者さんはどうしているかというと、

新聞紙だけ集めて一たん拠点に行きます。そして、

次にまた段ボールを集めに来ます。同じ日に２つ

あって、１つにしたくても２回回ってきている。

そうじゃなかったら、分けた意味ないです、混在

してしまっていますから。その辺のところの矛盾、

どういうふうにお考えになりますか。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  まず、答える前にちょっと先ほどの答弁で補足

させていただきますが、最終処分場への持ち込み

量を把握していないというのは、私が今、データ

で把握していないという意味で、当然持ち込み量

は明快に把握しておりますので、もし誤解があっ

たら困りますので、申し添えておきます。 

  さて、まず缶の取り扱い等々、いろいろお話、

一部ご提案も含めてというふうに私ども受けとめ

ましたけれども、全国いろいろな分別方法があり

まして、統一ができない。本来正しい方法が１つ

であれば全国どこでも同じやり方に収れんされて

くるわけですけれども、それぞれいろいろな考え

方があってばらばらに取り扱っているのが日本国

の状態であります。 

  その中にありまして、今般、缶関係の取り扱い

関係で市民の方が一番理解しやすいのはどれだろ

うという中で、飲料関係を中心としたリサイクル

マークが丸型のものですが、そういうものを目印

に集めていただいたほうが純度化してきますので

引き取りも高くなるということもありますし、

我々のほうで分別するときも非常に楽だと。いわ

ゆるお菓子の缶みたいな四角いものですね、せん

べいなんか入って売っているときがよくあります

けれども、それにつきましては、いろいろな金属

が、スチールと書いてありますが、どの程度なん
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だろうということで、業界の自主努力としてスチ

ールマーク、矢印が四角いマークなんですが、そ

ういう形でつけていますけれども、どの程度なん

だろうということもありまして、一緒じゃないほ

うにしましょうというふうに決めさせていただき

ました。 

  もちろんこの缶につきましては、我々のほうの

有料の不燃物で集まってきたものにつきましても、

すべてリサイクルできるものはセンターのほうで

やっております。それはみんな不燃物だから埋め

立てしているというふうなことでは全くありませ

ん。 

  ちょっと話は飛びますが、金属と木の根がつい

ているようなもの、これは不燃物で出してもらっ

ていますが、金属の部分はちゃんとリサイクルし

て木の部分は焼却するというようなことで、不燃

物だからすべて最終処分場へ持っていくというこ

とではありません。その中に金属類がたくさん入

っていますので、それは当方で破砕して分類した

り等々しておりますので、金属のものはちゃんと

回収しているというのが基本のやり方でございま

す。 

  その他、生き瓶等、ガラス関係につきましても、

集団資源回収方式を今度は全市に広げております。

今までの回収の一般的なやり方ですと、ビール瓶

なり一升瓶なんかは回収のポイントになっていま

す。先ほど言いましたように、受け取り業者のほ

うで単価の割合が合わないということで渋るとこ

ろも出てきたようですけれども、まだ引き取って

いただいていますので、そういうものは集団資源

回収のほうで、ぜひとも地域のいろいろな事業の

中で取り組んでいただければ、生き瓶として回収

がかなりできるだろうと、いろいろな手法で集め

る方法がいいんじゃないかということで考えてお

ります。 

  ただ、私ども前からも言っていますように、一

つの絶対的な答えがない収集・分別方法ですので、

我々はいろいろなご意見を聞きながら、きょうの

話も聞きながら改善するべきところは改善してい

くというスタンスではいます。ですから、一回決

めてしまったんだからずっとしばらくやっていき

ますということではありません。 

  ただ、１カ月単位ぐらいでころころと変えては、

これは市民のほうで非常にトラブルになりますの

で、現在の方法は当面実行していきたいと思いま

すけれども、ごみ減量推進員さんとの意見交換

等々もこれからもありますので、いろいろな話を

聞きながら、また苦情等、または意見等も電話で

かなり受けておりますので、職員は十分に把握し

ておりますから、その辺も踏まえて、よく市民の

方に理解していただいて、それこそ協働でごみの

減量に努めていきたいというスタンスでおります

から、市役所のほうの一方的な考えを最後まで押

しつける、そんな発想は一切ありませんので、ご

安心いただきたいと思います。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） すぐに直していただき

たいけれども、すぐには直せないようですので。

ただ、分別の説明会のとき、分別を努力すれば有

料の袋に入れるものが少なくなる。だから分別を

徹底するんだというようなこともおっしゃってい

ました。だけれど、缶においては分別をすればす

るほど有料の袋に入れる三角のアルミと丸のスチ

ールのマークのついたものじゃないものが結構あ

ります。でも、それはリサイクルして、実際に缶

として清掃センターでは有料で売っています。 

  本当でしたら、有料のルールというのは、資源

化できるものは無料、焼却、埋め立て、危険ごみ、

粗大ごみが有料、そういうふうにシンプルに分け

たほうがわかりいいんだと私は思いますし、ルー
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ルとしてもやりがいがあります。それをもう一度

基本に考え直してください。 

  時間がもう残りなくなったのにまだ１つ質問が

終わっていませんので、先に進めます。 

  最後の質問になりますけれども、定額給付金と

子育て応援特別手当をＤＶ被害者が受け取れない

ことに対しての救済措置についてお聞きいたしま

す。 

  ＤＶ被害から逃れるため、住民票と違う場所で

暮らす女性とか子どもは、定額給付金や子育て応

援特別手当を受けることができない。そのために

救済措置をとった。同額を市単独で支給すると発

表した自治体が県内でもあります。那須塩原市で

は専決処分までして県内で１番にそれらを給付し

ました。そんな那須塩原市ですから、もちろんＤ

Ｖ被害者に対しての救済措置も一番乗りだろうと

思って企画情報課に行きましたら、要領を得ない

答えでした。そのとき、具体的なＤＶ被害の相談

を受けている子ども課では、給付方法とか必要な

情報を企画情報課に提出済みで、市長の決裁もと

っているので既に給付しているとの認識でした。

でも、私にはそのような説明はありませんでした

し、新聞報道もありませんでした。救済措置がと

られるかどうかＤＶ被害者がどうして知るのかわ

からない状態になっています。 

  そこでお聞きいたします。 

  これは前にも私、心配したことですけれども、

神奈川県では世帯主に定額給付金の全額を支給す

るのは不当だとして差しとめを求める仮処分の申

し立てが裁判所に出されています。ＤＶの加害者

である世帯主に定額給付金が全額給付され、ＤＶ

被害者である妻や子どもに給付金等が渡らない問

題がわかっていながら対策をとらなかったのはな

ぜなのでしょうか。 

  定額給付金と子育て応援特別手当を県内で一番

先に支給することを優先しても、給付金等を必要

とするＤＶ被害者に速やかに救済措置をとらなか

ったのはなぜなのでしょうか、お聞かせください。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） ＤＶ被害者に対する定

額給付金等の支給につきまして、①、②まとめて

お答えいたします。 

  国が示した基準では、ＤＶ被害者は、居住する

市町村において、加害者である配偶者等による住

民基本台帳の一部の写しの閲覧や、住民票の写し

の交付等を制限できるといった支援手続を行った

上で、実際に居住する住所におきまして、給付基

準日であります平成21年２月１日までに住民登録

を行い、世帯主として定額給付金等の申請・受給

を行うことになっています。 

  しかしながら、現実的には、さまざまな事情か

らこのような手続をとれずにいる方もおり、結果

として、ＤＶの被害を受けている奥さん、妻や子

どもさんたちには行き渡らない、こういう事態が

生じています。 

  このような事態に対しまして、那須塩原市とい

たしましては、独自の救済措置が必要と考え、Ｄ

Ｖ被害者であるために、実際には住民基本台帳の

住所と異なる住所に住んでいる方、及びＤＶ被害

者として現に那須塩原市に住んでいる方で、給付

対象市町村、住民登録のある市町村ということに

なりますけれども、ここからの救済のための給付

金が給付されない方、これを対象に、保護施設や

相談所等の証明書の添付を要件といたしまして、

市単独事業として定額給付金等に準じた給付金を

給付することとしております。これまでに３件の

給付を実施したところであります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 
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○１６番（早乙女順子君） 私は前にこの定額給付

金の議案が出たときに聞いていたんですけれども、

対策をとってからやれというふうに言っていたん

ですが、先ほど聞きましたら、ＤＶ被害者が平成

21年２月１日までに住民登録するようにすれば世

帯主として給付できるというふうに今おっしゃい

ましたけれども、そんなことをどこでだれが教え

てくれたんですか。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） これにつきましては、

前回、議員のほうからご質問があったときにお答

えをしたと思いますけれども、市の広報なり、そ

れから申請をしていただくときに新聞折り込みで

申請の仕方等を周知させていただきました。ここ

では載せておりません。 

  先ほど申しましたように原則はそういうことで

ありますので、それぞれ国のほうの通知の中で、

１月末だったと思いますけれども、こういった関

係機関に、当然こういう被害者の方についてはそ

ういうところに情報があるということで文書が周

知されていった。こういうことで、私どもはそれ

で足りるといいますか、そういうことになるんだ

ろうということでの対応をしたところです。 

  いずれにしましても、その時期というのはまだ、

政府のほうでも定額給付金をどうするかというの

が正式決定されたのはかなりずれ込んでおりまし

たので、ある意味どさくさの中でといいますか、

そういう中で行われた、こういうことですので、

若干どこの市町村につきましてもこの対応いろい

ろまちまちなんだと思いますけれども、取り扱い

は慎重にならざるを得なかったという部分もある

んじゃないかと思っております。 

  時間もあれなので申し上げますけれども、実は、

このＤＶの被害者の方たちの救済といいますか、

こういう関係で、５月29日、つい先ごろなんです

けれども、総務省の定額給付金室の取り扱いとい

うことで通知が入りまして、「配偶者からの暴力

の被害者に対する単独事業についての給付につい

て」という文書が県を通して私どものほうに入っ

てまいりました。要約しますと、今、那須塩原市

がとった措置を申し上げましたが、そういう措置

を各市町村とも検討してください、こういう通知

です。国のほうでは、それにつきましては、今回、

この議会でもいろいろご質問がありましたが、地

域活性化経済危機対策臨時交付金、これを活用し

てくださいと。これに充当させますと。これを活

用してやってくださいという通知が入ってまいり

ました。そういう中での状況ということで、私ど

もとしては、今申し上げたことは蛇足かもしれま

せんけれども、そういう対応をとってきたという

ことで、それで、先ほど申し上げましたように証

明書等も添付していただくということですので、

それで足りるという判断をしたところであります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） 私が企画情報課に行っ

たときには今のような説明も何もできませんでし

た。通告の直前でしたけれども、３件実施したと

いうふうにおっしゃっていましたから、私が聞き

に行った後実施したんだろうなと思うんですけれ

ども、市長の決裁をいつとって、いつ実施したの

か、とりあえずそれを聞かせてください。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） この取り扱いにつきま

しては４月28日で決裁ということになっておりま

す。 

  この間、議員来られたときというのは多分私と

課長と話をしたときだったと思いますけれども、

那須塩原市としても対応はしましたと、こういう



－186－ 

ふうに申し上げたつもりです。ただ、それをプレ

ス発表なり何なりということはなかったんじゃな

いかということでしたけれども、私どもとしては、

いろいろこの問題はデリケートな部分もあります

ので積極的には公表はしない、そういう考え方の

もとで、この定額給付金は一般的な事務を進める

中で例外としてこういった措置をとった、こうい

う認識でおります。 

  実際、この３件につきましては５月中に給付を

した、こういう内容であります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 16番、早乙女順子君。 

○１６番（早乙女順子君） あのとき、実際に今、

警察に相談中なのでという言い方、何で警察に相

談したのか私わからなかったんですけれども、実

施したという言葉を聞きませんでした。そうした

ら私はこんな質問を入れませんでしたから、もと

もと。 

  そして、何で新聞発表をしないのかというふう

に聞きましたら、いろいろ今おっしゃったような

理由で新聞、プレス発表はしないんだということ

ですけれども、実際に発表した日光市とかにも調

査を入れていただいたんですけれども、特に問題

はないというふうに答えています。 

  要するに、救済するのに、またそこから落ちこ

ぼれてしまう人、取りこぼしをしてしまう、受け

られない人が出てしまう。なぜかというと、行政

が把握している人たちだけではない。それさえも

できなくてそっと身を潜めている人もいます。で

すから、ＤＶ被害者に対する救済措置の取り組み

の不備というのは、やっぱり行政は他人事である

からだなというふうに私は思えてきてなりません。 

  もう一度行政がどういうところを配慮しなけれ

ばならないかというところをしっかりと考えてい

ただいて、秋にはＤＶ被害者の大きな大会、栃木

県で全国大会が開かれますので、ＤＶの被害者が

どういう状態になるかというのを行政でもしっか

りと学習していただきたいと思います。 

  これをもって私の一般質問を終わりにいたしま

す。 

○議長（平山 英君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） ただいま議員のほうか

ら那須塩原市では実施をしたという話は聞いてい

ないということですけれども、私どもはそういう

話をしました。それは話し手と聞き手の取り違い

があったのかもしれません。 

  その中で、警察というお話をしたのは、警察に

も当然こういうＤＶ関係のあれもあるので、説明

に行った中でいろいろ問題もあるのでという話が

あるんだと、こういうことも含めてなかなかＰＲ

が難しいという話をいたしました。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 以上で、16番、早乙女順子

君の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 菊 地 弘 明 君 

○議長（平山 英君） 次に、29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 市政一般質問を行います。 

  １、消防行政について。 

  安全で安心なまちづくりを目指す当市にとって、

生命と財産を守ってくださる消防団の皆様には大

変感謝をしております。ところが近年は消防団の

定員割れが出てきており、心配しております。 

  そこで、次の質問をいたします。 

  (1)消防団員数の減少についての対策について。 

  以上、お尋ねいたします。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君の質問に

対し答弁を求めます。 
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  市長。 

○市長（栗川 仁君） 菊地弘明議員の市政一般質

問の１の消防行政についてお答えいたします。 

  (1)の消防団員数の減少についての対策という

ことでございますが、消防団員の減少は全国的な

問題となっており、本市におきましても例外では

ございません。黒磯、西那須野、塩原の各消防団

の総定員数と実団員数との比較では、団員定数

1,435人に対しまして実団員数は1,315人で120人

の減という状況でございます。 

  この消防団員の減少に対しましては、各消防団

とも新入団員の勧誘を積極的に実施いたしており

ますが、思うように団員の確保に至っていないと

いう現状であります。 

  このため、３つの消防団の連合組織であります

那須塩原市連合消防団幹部会におきまして、消防

職員や消防団員のＯＢによる機能別消防団員制度

を導入すべく検討を開始したところでございます。 

  この機能別消防団員制度につきましては幾つか

の種類がございますが、現在、検討しているのは、

例えば昼間だけに限定した消防活動などで、これ

まで培った消防ＯＢの能力や技術の活用を図ると

いうことであります。今年度中を目途に一定の方

向性を示してまいりたいと考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 大変結構なことだという

ふうに思っております。 

  そこで、幾つかちょっと質問させていただきま

す。 

  現在、実際火事になったとき、消防団員の方の

出動状況というのはどのようになっているのでし

ょうか。今現在は、こういう経済下におきまして、

皆さん方お勤めしている方がほとんどではないか

というふうに思っております。そういう中におい

て、常備消防は別といたしまして、普通一般の分

団の部の出動状況というのはどうなのかというふ

うに心配しておるわけでございまして、その辺の

ところについてお答えを願いたいと思います。 

○議長（平山 英君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 出動状況ということで

ございますけれども、直接的に出動状況を把握し

てはおりませんのでお答えできませんが、そうい

う中で、団員の職業というようなところからお答

えすることになるかと思うんですけれども、例え

ば黒磯消防団でありますと、ただいま市長が申し

上げましたように、実団員数683名のうち自営業

者が44名、また地方公務員が10名、国家公務員が

４名、郵便事業職員が１名ということで、残りの

方は被雇用者団員という形になっております。 

  こういう状況でありますので、以前のように昼

間に直接出動できるというようなことがない、な

かなか困難だというようなことから、先ほど市長

が答弁いたしましたように、機能別消防団員を活

用していきたいというようなところでございます。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 先ほど市長さんのほうか

ら機能別消防団員の導入というようなことでお話

があったわけでございまして、この点について、

今年度中に計画をしたいんだというようなことで

ございますけれども、大体何人くらいを見込んで、

また、年齢的なこともあるとは思うんですけれど

も、その点についてちょっとお尋ねしておきたい

と思います。 

○議長（平山 英君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） ただいまの答弁でございま

せんで、前段のことでちょっと私自身が把握して

いることについてお答えをしておきたいというふ

うに思っております。 
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  先ほど話がございましたように、実際には勤め

ておる方がほとんどという状況で、消防団の方々、

各分野においての状況等、私が伺っておるものに

つきましては、当然消防団員、皆さん努力をして

います。仕事は当然勤め人ですから、そういう中

で消防団員としていかに活動するかということに

なりますと、消防団としては、多分各企業にはこ

ういうことで務めておりますのでお願いをします

ということで、団長の名で団員が行っている企業

にはお願いしてあるという認識をしております。 

  そして、各部の部長を中心に連絡網をつくって

います。例えば火災が発生した。それを着信した。

例えば地域の中で処理した。その場所にいなかっ

た。そのように勤め先におのおのが１人ずつ連絡

網を持って、それに連絡すれば、その人から次、

次という状況で連絡が行く体制で、各部では苦労

をしているというふうに思っております。 

  そういうことで早期に現場に駆けつけていくと

いうことで、ポンプに乗っている人が１人で行く

という火災も多々見受けられて、これで消防がや

っていけるのかという方もおるかと思いますけれ

ども、現実的にはそういう状況なので、勤め先か

ら現場に直行しているという状況もありますので、

そういう点もご理解をいただきたい。 

  状況としてはこんな状況を、私自身は消防団と

いろいろお話をする機会にこんな話も伺っており

ますので、ご報告だけ申し上げておきます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） それでは、機能別消防

団員の考え方、取り組みについてでございますけ

れども、これにつきましては、先ほど市長が答弁

いたしましたように、幹部会のほうに事務局とし

て提案した内容でございまして、案の段階でござ

いますが、まず、目的等々は先ほど来話をしてい

るような目的でございまして、導入しようとする

団員の累計というようなことになりますけれども、

消防職または消防団を退団された方、ＯＢの方を

活用したいというふうに思っております。 

  担うべき機能というようなことになりますけれ

ども、主に平日の昼間、消火活動をしていただく

ということと、大規模災害のときに活動していた

だくというようなことで考えております。 

  資格の要件としましては、市内に居住する方と

いうようなこととあわせまして、消防吏員の経験、

それから消防団員の経験が５年以上あるような方、

そして年齢要件としては65歳未満の方というよう

なことで考えております。 

  特に基本団員の定数にカウントしまして、身分

的にも基本団員と同じように非常勤の特別職とい

うようなことで考えております。ただ、出初め式

でありますとかポンプ操法、こういった訓練には

参加していただかないということでございます。 

  一番肝心なことだと思いますけれども、処遇に

つきましては、火災に出動した際には出動手当を

団員と同じように出すということでございまして、

年額の報酬は出さないというようなところを現在

のところ考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 質問中ではございますが、

ここで昼食のため休憩といたします。午後１時、

会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（平山 英君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  29番、菊地弘明君。 
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○２９番（菊地弘明君） 先ほど市長さんのほうか

ら、地域によっては１人で消防自動車を操作して

現場に行くんだと。現場に集合するというような

お話があったわけでございまして、そういう中に

おいて、この機能別消防団員の導入というのは非

常に私自身が考えるにいいことだなと。そしてま

た消防団員ＯＢの方にとっても、今、市では高齢

者の方に元気なままで過ごしていただきたいとい

うようなさまざまな施策を行っているところでご

ざいます。消防団員の方にとってもＯＢの方にと

っても、このような導入というものは私は生きが

いになるのではないかなというふうに思っておる

わけでございます。 

  そこで、最後の質問になるわけでございますけ

れども、実は過去には市の職員で女性消防隊とい

うようなものをつくりまして、全国大会に出たこ

とがございます。今こういう時代でございます。

ぜひとも女性消防隊と同時に男性の消防隊もつく

りまして、一朝有事の際にはというようなことも

考えられるわけでございますけれども、これらの

点についてはどのようなお考えがございますでし

ょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 女性消防隊ということ

でございましたけれども、私のほうからは女性消

防団員の数について申し上げたいと思います。 

  現在、先ほど申し上げましたように、実団員数

の中に女性の団員につきましては13人おります。

地域的には西那須野消防団の中に13名ということ

で、その13名の中には、先ほど議員のほうから提

案がありました女性消防隊というような組織もつ

くられているというふうに考えております。 

  また、ご質問にありませんでしたけれども、職

員の中にも消防団員という形で入っておりまして、

21年４月１日現在でございますけれども、職員48

名ほど団員として活動しているような状況でござ

います。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） ちょっと総務部長勘違い

していると思うんですけれども、実は職員の中で

そういうものを組織したほうがいいのではないの

かということで提案をさせていただいているんで

すけれども、いかがでしょうか。 

○議長（平山 英君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 消防団の中にというよ

うなことはなかなか難しいのではないかというふ

うに思います。そういう意味から言いますと、例

えば施設の中にそういった消防組織といいますか、

消火組織といいますか、そういったものをつくる

ということは可能かと思うんですけれども、職員

を組織して団と同じような活動をするということ

は少しどうかなというようなところはあります。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） わかりました。 

  消防団というのは私、ボランティアの最たるも

のだというふうにいつも思っているわけでござい

まして、今後とも那須塩原市の住民の方々の安全

と安心のために頑張っていただくよう切にお願い

もいたしますし、市といたしましても、ありとあ

らゆる施策を行っていただきたいということを要

望して、１番については終わりにいたします。 

  次に、２の観光行政について。 

  平成20年７月、那須ガーデンアウトレットがで

き、また、21年３月には黒磯・板室インターチェ

ンジが完成しました。 

  そこで、次の点についてお尋ねいたします。 

  (1)アウトレットとは、市としての見解をお尋

ねいたします。 
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  また、アウトレットの進出による当市の財政・

観光・商店・交通などにどのような影響を与えた

のか。また、市として、今後アウトレットに対す

る施策・要望等があればお伺いいたします。 

  (2)アウトレットを目指して来る多くの人にこ

の黒磯・板室の知名度アップを図る施策はあるの

ですか。 

  また、ネーミングがついた板室温泉の活性化に

ついてどのような対策があるのかお伺いいたしま

す。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） それでは、２の観

光行政についての(1)、(2)について順次お答えい

たします。 

  初めに、(1)アウトレットについての市の見解、

進出による各種影響及び市としてのアウトレット

に対する施策・要望についてのご質問にお答えい

たします。 

  昨年開業しました那須ガーデンアウトレットに

は、県内はもとより県外からも多くの来客があり、

その影響、効果は多大なものがあると考えており

ます。 

  市としましても、同施設の持つ大きな集客力を

最大限に生かしながら、那須塩原市の活性化につ

なげていきたいと考えております。 

  アウトレットができた影響については、市税の

増収や雇用の拡大、観光資源のＰＲ、市内商店へ

の回遊など考えられますが、一方、商品が競合す

るような分野での売り上げへの影響や繁忙期の交

通渋滞が懸念されるところでもあります。 

  また、アウトレットに対する施策・要望という

ことですが、地場産品の取り扱いや地元からの雇

用についてもさらに広げていただくとともに、地

元産業関係者との連携のもと、本市の活性化にご

協力いただければと思っております。 

  次に、(2)の黒磯・板室の知名度アップの施策

のご質問についてお答えいたします。 

  インターチェンジに黒磯・板室の名称がついた

ことで知名度がアップすると考えられますが、さ

らに板室温泉等の共通割引券をつけた黒磯・板室

インター開通のパンフレットを東北自動車道の各

サービスエリアに備え置き、高速道路利用者に周

知しております。また、アウトレット内では、開

店当初からインフォメーションセンター内に観光

案内所を設置し、板室温泉を初めとする観光施設

をＰＲするなど知名度のアップに努めているとこ

ろでございます。 

  次に、板室温泉の活性化についてですが、これ

まで黒磯観光協会が中心となってニッコウキスゲ

キャンペーンを実施しておりますが、その一環と

して、今年度から高速バスを利用した誘客を図る

ため、新たに新宿、板室周遊券の販売を開始する

など積極的なＰＲに努めております。また、黒磯

観光協会や関係団体の代表者などが中心となって

まとめました板室地区観光振興事業計画に基づき、

平成20年度から板室地区の活性化に取り組んでい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） まず、アウトレットとは

という市の見解ということで今お尋ねをしたわけ

でございまして、集客力、また活性化というよう

なことはよくわかるわけでございますけれども、

こういう中において、やっぱり観光客を多く集め

られる貴重な観光資源である。また、地方経済は

他力本願では復活しない。また、アウトレットと

は、近づくにつれてわくわく感が高まる場所であ

る。買う気にさせる場所、また立地としては行楽

気分が楽しめる場所、高級店があって正規店と変
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わらないような店づくりがなされている。また、

激安というようなことで、そういう中においては

資源の有効利用、またエコ対策、ブランドのイメ

ージを損なわないための処分、そういうようなこ

とが考えられるのではないかというふうに思って

いるわけでございます。 

  また、そういう中において、今、観光、それか

ら財政・商店・交通、いろいろお話あったわけで

ございますけれども、ここで、ちょっとほかの佐

野とか、それから御殿場の例を出させていただき

ますけれども、佐野においては2003年にオープン

したわけでございまして、観光客は年間260万人

から800万人に増大したと。佐野のインターは車

が151万台増加した。また、地価も１㎡当たり１

万5,000円上昇した。税収も６億円アップしたと。

また、御殿場のプレミアムアウトレット、これは

何か世界で第２位の店だそうでございまして、こ

こは年間入り込み数は3,500万人来るんだという

ようなお話があるわけでございまして、そういう

中においてちょっとお尋ねをしたいんですけれど

も、財政的にはどのぐらいアップしたんでしょう

か、その点についてお尋ねしておきたいと思いま

す。 

○議長（平山 英君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） アウトレットモールが

できたことによる財政上のということですので、

課税額という形でお知らせしたいと思いますけれ

ども、全体的に5,250万円ということになります。

内訳としましては、土地につきまして約1,400万

円、家屋につきまして2,800万円、それから償却

資産について約1,000万円というようなところで、

現在のところ課税額としては5,250万円というふ

うには見込んでおります。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 交通の点については大分

混雑したのではないかというようなことで相馬義

一議員からも質問があったわけでございますけれ

ども、今お話の中で、商店街についてですけれど

も、やはり競合する部分の商店については影響を

受けたのではないかというようなお話があったわ

けでございますが、反面、売り上げがふえたとい

うような商店もあるやに聞くんですけれども、そ

の辺についてはいかがなんでしょうか。 

  また、この入り込み客数が平成20年７月から12

月までで286万3,341人ふえているわけです。そう

いう中において、この７月から12月末で、板室が

１万6,378人減っている。塩原は８万3,542人減っ

ている。宿泊客数は、７月から12月末で板室では

1,310人が減となっている。しかしながら、塩原

では5,599人ふえているんだ。また、ホームペー

ジのアクセス件数も、平成19年が182万8,413だと、

それから平成20年は263万2,721ということで、80

万4,308ホームページのアクセス件数もふえてい

る。そういう中において、宿泊客数が非常に減っ

ているというようなことで、この観光についても

非常に考えていかなければならないのではないか

と思うんですけれども、観光の点と商店の点につ

いてちょっとお答えをいただきたいと思います。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ただいまのご質問

にお答えいたします。 

  那須ガーデンアウトレットが開業以来、ただい

ま議員おっしゃいましたように、７月16日から12

月末まで、私どものほうでは296万人という数字

をとらえておりますが、こういった大勢の方がお

いでになっておりまして、月に平均しますと45万

人ぐらいの来場者が来るという形でございます。 

  こういった中で、アウトレットができまして、

先ほどホームページのアクセス数がふえたという

ことでございますが、ホームページのアクセス数
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を見ますと確かにふえておりまして、開店前から

ふえてきている状況でございまして、それはある

意味、アウトレットができるということに対して、

場所がどこにあるとか、あるいは那須塩原市がど

ういうところであるかといったものを確認するた

めのアクセスがあったのではないかと思っており

ます。 

  アウトレットが開店しまして、黒磯観光協会な

どでもパンフレットを置きまして、黒磯の食べ歩

きマップというようなものをつくり、来場者に対

して配布しまして、そういったことによりまして

市内の飲食店関係には大分お客さんが行ったとい

うような情報もいただいております。 

  宿泊・観光面に対してでございますが、アウト

レットができたことによりまして、那須塩原市へ

の入り込み数につきましては昨年に比べまして

255万人ほどの伸びでございまして、トータルで

933万人の入り込み客がございました。こういっ

たことを考えますと、前年比較で37.5％という数

字になっておりまして、この入り込み客がありま

した。 

  この中で、旅館関係について考えますと、入り

込み客につきましては、県内の各観光地、これが

平成20年栃木県観光客入り込み数・宿泊数推定調

査の結果によるものでございますけれども、日光

市においては3.1％減になっております。那須に

おきましては0.9％ふえているといった状況であ

ります。こういったことから、那須塩原市におき

ましても37.5％の増という形になりまして、結果

的には入り込み客の中にもアウトレットがかなり

貢献しているという部分があらわれております。 

  また、宿泊者数におきましても、那須塩原市へ

の宿泊が110万人ほどございますけれども、これ

も他の観光客数に比べますと、日光が3.3％落ち

ている中、那須が2.9％落ちているといった状況

の中でも市全体で2.1％の落ち込み、マイナスと

いう形になっておりますので、アウトレットがで

きたことによる入り込み客・宿泊の効果というの

は減っているのではないかというように考えてお

ります。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 入り込み客数がふえてい

るにもかかわらず宿泊客が減っているというよう

なことはどこに原因があるのかなと。そういう中

において、やはり入り込み客の人たちに板室とか

塩原温泉のほうに回っていただくような方策とい

うものが必要ではないのかというふうに思うわけ

でございまして、そういう中において、先ほど高

速バスを今後新宿から板室まで出していただくよ

うにするんだというお話があったわけでございま

すけれども、ちなみに、佐野のアウトレットは高

速バスが１日56便も出ている。それから、御殿場

に関しては、焼津から１日３便ですけれども、往

復で2,800円という低料金でやっている。そうい

うようなことでございますので、やはり高速バス

を通すにしても、値段的なこと、それから便数、

そういうものも今後考慮していかなければならな

いのではないのかというふうに思っているわけで

ございます。 

  そういう中において、今後アウトレットに対す

る施策・要望等というようなことで、私は、アウ

トレットを経営している会社と市の担当者の方が

定期的に会合を開くことが必要ではないかという

ふうに思っているわけなんですけれども、この点

についてはいかがでしょうか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ただいまのご質問

にお答えいたします。 

  私も４月から担当することになりまして、那須

ガーデンアウトレットのマネジャーさんとは何度
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かお目にかかっておりまして、この那須塩原市の

産業を活性化させるためにぜひご協力いただきた

いという話は何度か申し上げております。 

  そういった中におきまして、黒磯・板室インタ

ーの開通に合わせましてナスハク・バザールとい

うものを開催しております。３月27日から４月５

日まで10日間にわたりまして、この地域の39店が

参加しましてＰＲを行ったということでございま

す。 

  マネジャーさんのお話ですと、そういった形で

のご協力はいつでもするということでありますの

で、市のほうからのそういった要望があればお受

けするような考えも聞いておりますので、今後と

も密に連絡をとりながらやっていきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） ２の観光行政の(1)と(2)

が一緒になっているような感じで質問してしまっ

たんですけれども、今、部長のほうからそういう

話し合いは随時できるんだということで非常に安

心したわけでございますけれども、やはり集客の

ヒントというんですか、そういうようなことから

いいますと家族連れをねらえというようなことで、

これは佐野のことなんですけれども、30代のファ

ミリーが中心で、約40％だそうです。20代、40代

が各20％、アウトレットがデパートの役割を今果

たしているんですよと。 

  そういう中において、やはり新たな客を求めて

アウトレットに出店しているというようなお話が

あったわけでございまして、そのアウトレットの

中にたち吉というんですか、中高年層が集まると。

また、ニコンというカメラの会社ですけれども、

こういうものが出店して、お父さんたちが集まる

んだというようなことでございまして、そのほか

に、今、ナスハクをやったんだというようなこと

でございますけれども、やはり買い物以外のイベ

ントいうものを用意してはいかがかというふうに

思っているわけでございます。 

  御殿場とか佐野においてはネーチャーガイドが

近くの山へ虫をとりに行ったり、何か工作のもの

をつくる教室があるんだと。母親は買い物で、父

と子どもは虫をとったり何かをつくっているんだ

と。やはりこういう発想が私は必要ではないかと

いうふうに思っておるわけでございまして、アウ

トレットの担当者とお話しするときにはこのよう

なこともあわせてお話をしていただきたいなと思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ただいま議員おっ

しゃいましたように、これからアウトレットをど

ういうふうに市の活性化の中でつなげていくかと

いう形になれば、それぞれの年代層、家族連れも

ターゲットにした、そういった楽しみのできる施

設は確かに必要だと思いますので、今後ともアウ

トレットの関係者ともお話をしながら検討させて

いただきたいと思っております。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） (2)の板室温泉の活性化

のことについてちょっとお尋ねしたいと思ってお

ります。 

  都市計画マスタープランにおいては、乙女の滝、

沼ッ原湿原、木ノ俣川の周辺の自然を生かした一

体的観光ルートの整備というようなことについて

活性化を図るんだというお話があるわけですけれ

ども、私はこの活性化について、地元の声という

ものをいかように吸い上げているのかということ

をまず初めにお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ただいまのご質問
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にお答えいたします。 

  実は、今進めております板室地区の観光振興事

業計画というのがあるわけでございますが、この

中では、先ほどお話にありましたように、宿泊客

をどうやってふやしていくかという形のものがご

ざいます。 

  そういった中で、今、やはり旅行というものを

考えますと、健康と温泉、そういうコンセプトが

あるんじゃないかと思います。そういった中で、

板室温泉においてそういったものを探るとすれば、

板室の神社の奥にあります園池とか、あるいは木

ノ俣川付近の遊歩道の整備とか、そういったもの

を進めなければならないということで、先ほど申

し上げました観光振興事業計画書なるものをつく

りまして、この計画に当たりましては、黒磯観光

協会、板室温泉旅館組合、板室商飲組合等の代表

者や有識者を交えましてこの計画づくりを行って

きたという経過でございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 整備についてはぜひとも

よろしくお願いしたいと思いますけれども、そう

いう中において、私、実は板室でお話を聞きまし

たところ、要するに浴衣姿でぶらっと散策すると

ころがないんだというお話を聞きました。じゃ、

どういうところへぶらっと行くんですかと言いま

したら、木の俣地蔵とか、篭岩神社、それからこ

れは名前を出していいのかちょっとあれなんです

けれども、旅館に行く道路のわきに大きな岩や大

きな木がありまして、非常に整備するといいとこ

ろだなと。これは板室温泉街から歩いて行けると

ころにあるわけでございまして、やはり浴衣姿で

ぶらっと行けるような、そういう見るようなとこ

ろがあればいいんじゃないのかなということを言

われたんですけれども、これについてのお考えを

ちょっとお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） 黒磯観光協会が板

室温泉の活性化を目指しまして、ニッコウキスゲ

キャンペーンということで以前から取り組んでお

ります。これは当然沼ッ原に行く形になりますの

で車の送迎が必要という形になりますけれども、

今は別な意味で浴衣姿で歩けるというようなお話

がありました。 

  それらにつきましては、先ほど言いました板室

の神社の上の台園池にヤシオツツジを植えるとか、

そういった形に取り組む形になっておりますし、

グリーングリーンわきに蛍の養殖をするというよ

うな計画もございますので、そういった形の中で

浴衣姿で歩けるというような、見るところを今後

の計画の中でつくっていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 今、木の俣地蔵と、それ

から篭岩神社、また、ある旅館に行く途中の巨岩、

巨木、それらの点についての考え方はいかがなん

でしょうか。 

○議長（平山 英君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（三森忠一君） ただいまおっしゃ

いました篭岩神社につきましては浴衣姿で歩ける

距離かなと思いますが、木の俣地蔵についてはち

ょっと歩いて行くには、やはり車で行かないとち

ょっと行けない距離にあるかと思います。 

  もう一つ、巨岩があるというのは、私はどこの

場所かというのをちょっと存じ上げませんので、

その辺についてお答えを差し控えさせていただき

ます。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） この板室温泉の活性化に

ついては、あした人見議員のほうからも質問がご
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ざいますので人見議員に譲るといたしまして、次

の質問に入らせていただきます。 

  ３の教育行政について。 

  新学習指導要領移行措置１年目、次の点につい

てお尋ねいたします。 

  (1)小中学校における時間割（教育課程）編成

の工夫はどのようにしているのか。 

  (2)小学校の英語活動・外国語活動はどのよう

にしているのか。 

  (3)国語について（特に下記の点について）、

小学校における伝統的な言語文化と国語の特質に

関する事項の学習について。また、新聞を読むと

の学習方針が盛り込まれました。これについて、

小中学校の学習はどのようにしているのか。 

  (4)「生きる力」をはぐくむ「食」、「命」、 

「勤労」等の体験活動はどのようにしているのか

お尋ねいたします。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまのご質問にお答

えいたします。 

  (1)の小中学校における時間割（教育課程）編

成の工夫はどのようにしているかについてのご質

問にお答えいたします。 

  新学習指導要領では、一部学習内容をふやし、

つまずきやすい学習内容を確実に習得するための

繰り返し学習や知識・技能を活用する学習を充実

するため、授業時数が増加されております。 

  今年度は移行期間の１年目でございまして、小

学校は平成23年度、中学校は平成24年度の全面実

施に向けて、市内の多くの小中学校では年間の総

授業時数を昨年度よりふやしております。また、

年間の総授業時数をふやすために、１週間当たり

の授業時数をふやす取り組みや、学校行事を精

選・見直しして授業時数をふやす取り組みなどを

行っておるところでございます。 

  (2)につきまして、小学校の英語活動・外国語

活動についてお答えいたします。 

  本市におきましては、外国語活動イコール英語

活動として行っておりますが、小学校５・６年生

における外国語活動は、平成21年、22年度の移行

期間中から各学校の判断で年間ゼロ時間から35時

間まで授業時数を選んで実施することが可能でご

ざいます。本市におきましては、上限の週１時間、

年間35時間の英語活動を実施していますが、その

うち年間30時間は、充実した英語活動にするため、

市採用の英語支援教師が支援に入る、いわゆるチ

ームティーチングの形で授業を進めております。 

  (3)の国語についてのご質問にお答えいたしま

す。 

  新学習指導要領の国語では、我が国の言語文化

に親しむ態度を育てたり、国語の役割や特質につ

いての理解を深めたり、豊かな言語感覚を養った

りすることをねらいとして、従来の言語事項にか

わりまして、新たに伝統的な言語文化と国語の特

質に関する事項が設けられております。 

  国語は新学習指導要領を今年度から実施しなけ

ればならない教科ではありませんので、従来の言

語事項で指導を進めている学校もあれば、単元や

教材によって一部あるいは全部を伝統的な言語文

化と国語の特質に関する事項で指導している学校

もあります。 

  なお、伝統的な言語文化と国語の特質に関する

事項のうち、伝統的な言語文化に関する事項は、

新学習指導要領の特徴的なものの一つとなってお

りますので、各小中学校とも古典の指導に力を入

れる方向も見られているところです。 

  新聞を読むことについても、従来の学習指導要

領で指導をしている学校もあれば、単元や教材に

よって一部あるいは全部を新学習指導要領で指導

している学校もあります。これまでも新聞を教材
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として学習を進めた実践例も数多くありますが、

児童生徒の言語活用能力・情報活用能力の育成を

ねらいとしまして、市内の各小中学校がさらに積

極的に新聞を活用していく必要があることを認識

しているところでございます。 

  (4)生きる力をはぐくむ体験活動についてお答

えいたします。 

  生きる力をはぐくむという基本理念は、新しい

学習指導要領においても変わりはありません。し

かし、具体的な項目として、特に集団宿泊体験や

職場体験、奉仕体験等、体験を通して学ぶ活動が

重点項目として示されており、これらは移行措置

１年目から先行実施することになっております。 

  本市におきましては、既に人づくり教育の中で

体験活動を重視した教育を進め、体験を通して児

童生徒に食、命、勤労等の大切さについて意識の

高揚を図っておるところでございます。今後も、

さらに各学校の地域性や実態に応じた体験活動の

推進に力を入れてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） それでは、順次再質問さ

せていただきます。 

  まず、小学校の教育課程編成の工夫ですけれど

も、今、授業増ということですね。４月から小学

校では各学年で週１こま相当分の授業時数がふえ

る。低学年は午前中のみの授業が１年で２日から

１日、２年では１日あったが、なくなってすべて

５時間授業となる。 

  そういう中において、今、教育長さんのお話で

すと、行事等を削ったりというお話もあったわけ

なんですけれども、この授業時数の増加した分を

どのように工夫してやるのかというようなことで、

実は日野市では、休日だった都民の日とか、それ

から開校記念日を授業日とするとか、また、土曜

日に授業をした場合は月曜日を振りかえの休みと

していたが、年６回は振りかえをしない。午後の

授業がふえることに対応して給食の回数をふやし

たり、これまで１学期の午後に行っていた家庭訪

問を夏休みに実施するというようなことでこの授

業時数の増加した分を補っているんだというよう

なことでございますけれども、これと同じようこ

とをやっているとは思うんですが、ちょっと詳し

くお話をしていただきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 増加分の工夫ということ

でのご質問ですが、現行の週当たり授業時数28時

間を１時間増加しまして、平成23年度以降29時間

とすると。ですので、年間総授業時数が35時間、

先ほど議員が申しましたとおり、１年生、２年生

につきましては大きく変わりますので、プラス２

時間ずつという形になりますので、年間授業時数

は35掛ける２ということで70時間ふえるという形

になります。 

  まず、教育課程の編成につきましては、大きく

ふえるところは算数と理科、体育、小学校ではそ

んなところです。そういうふうな中で、プラス１

時間ふえますと35時間になります。あとの１年生、

２年生等につきましては行事の中で、それから３

年生から６年生の中もやはり行事の中でというこ

とで工夫を重ねるわけでございますが、その中で、

例えば総合的な学習の時間の授業時数が現行では

３年生、４年生が105時間、それから５年生から

６年生までが110時間。これが移行措置の期間中

には、４年生は５時間減りまして100時間、それ

から５年生、６年生につきましては、上限は今ま

でどおり110時間ですけれども、下限が75時間と

いうところで、そこで35時間がふえます。そうい

うふうな工夫で、上限をとるか下限をとるかとい
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うところがあります。 

  それから、外国語活動も５年生、６年生は下限

がゼロ時間から上限35時間ですので、各学校の特

色ある学校づくりの中で、今、移行期間中という

ことで教育課程の編成の検討をしているところで

す。 

  さらに、学校行事といいますのは、これは教科

学習と同時に豊かな心や集団生活の一員としての

自覚を高めるとか、さまざまなねらいがあって各

学校独自の学校行事を行っているところでござい

ますが、この１つの学校行事は、１日行事ですと

５時間今まででは減ります。それが２つ、３つと

見直しますと、そこでかなりの時数が見直しの結

果、生み出されると。 

  こういうふうな教育課程の編成の中の上限、下

限、それから総合学習の下限のほう、そして行事

の見直しの中で生み出されたものをこの授業時数

の増加というところに充てるわけでございます。 

  ただし、今までプラス１時間ですので、５時間

分のところが６時間になったりというふうなのは、

各学校でそれがないような工夫を今、教務主任と

学習指導主任を中心としながら全教職員で各学校

で取り組んでいるところでございます。 

  また、家庭訪問等、今まで平常時の中で授業カ

ットということを行っていた学校もあったわけで

ございますが、この那須塩原市におきましては、

しばらく前から授業時数を減らさないために夏休

みの家庭訪問及び放課後の家庭訪問に切りかえる

ところはかなりの数でふえているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 今お話を聞きますとかな

り進んだ取り組みをなさっているなというふうに

思っているわけでございますけれども、そういう

中において、教科の端数の時数の工夫というのも

なさってるのではないかなというふうに思ってい

るんですけれども、これについてはいかがでしょ

うか。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 年間の授業日数というの

が210日、実は今ちょっと定かにご答弁できませ

んが、その中で総授業時数の位置づけのために年

間35週というふうに位置づけておりますので、そ

ういうふうなところから工夫を重ねます。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 今ちょっとわかりづらか

ったと思うんですけれども、要するに端数の教科

を組み合わせて学年ごとの週時程とするというよ

うなことで、これは一つの例でございますけれど

も、例えば小学３年生の場合、国語が6.7、理科

が2.6、総合的な学習が2.7で、計12こま分になる

ので、それから図工等いろいろあるんですけれど

も、要するにそういうふうに整数に時間数をして、

そして工夫をやっているんだと。 

  また、東京の日野市の第四小では、教科によっ

ては端数の時数があるので、その処理のためにＡ

週とＢ週の２週をワンサイクルにして週時程を工

夫している。これまでの２週ワンサイクル方式を

やめて、２期制にして調整して前期、後期で一本

化した週時程にするというようなことがあるんで

すけれども、これらの点についての教育長の見解

をちょっとお尋ねします。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの端数の件につ

きましては、菊地議員が今、提案したとおり、本

市でも行っているところでございまして、これは

現行の指導要領が実施になったその前から端数と

いうふうなことを、学校の特色ある教育課程編成

の中で体育とか図工、それから国語、理科、算数、
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すべての教科において前期、後期、または抱き合

わせ、それとＡ週、Ｂ週、Ｃ週という、そういう

学校のワンパターンのカリキュラムではなくて、

１年間の中で幾つかのこまに分けながら幾つかの

案をつくり、そして提示してそれでやっていると

いうふうな形になっておりますので、現在、現行

の指導要領でもその点については行っているとこ

ろです。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 次に、中学校のほうの教

育課程編成の工夫というものについてお尋ねして

おきたいと思います。 

  中学校の場合には１学年の数学が35時間、３学

年の理科が25時間ふえたと。選択教科や総合的な

学習の中で時数を減らす対応を中心にして行われ

ている。そういう中において、やはり授業時数を

確保するための試みは休業日とか夏休みとか冬休

みを短縮してやっているのではないかというふう

に思うわけですけれども、この授業の１単位時間

の運用というのは中学校によって違うようなお話

があるんですけれども、これについてはいかがで

しょうか。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 現在、当市としてはその

ような違いでやっているところはないんですけれ

ども、授業時数の生み出し、例えば第１学年の先

ほど指摘がありました数学の35時間のほうは、先

ほど小学校のほうでも申しましたように、幾つか

の下限、上限がありますので、中学校におきまし

ては総合的な学習の時間が第１学年では下限が50

の上限が65、選択教科が下限ゼロの上限15でござ

いますので、この場合には総合的な学習のところ、

現行では70から100ですので、そこで35時間を総

合的な学習の上限をとっても生み出せるというこ

とから、数学に関しましてはプラス35時間で140

時間というふうになっております。 

  第３学年におきましては、数学と、それから理

科で、理科のほうが25時間ふえますので、選択教

科が下限が80の上限140、その中から生み出すと

いう形。それプラス今度は１時間ふえますので、

そんなところの工夫から生み出せるというふうな

ことでございます。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） すみません、中学校は１

授業何十分でやっていらっしゃるんですか。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） １単位時間は50分です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） わかりました。 

  そういう中において、福井の中学校なんですけ

れども、ここは70分授業を３こまやっている。そ

して、朝読書15分、そして70分授業を３こまやっ

て零時半に終了している。そして、午後１時50分

から20分をＲＥタイム、リフレクション、レビュ

ー、リレーションという時間帯なんですけれども、

ここで教科学習の定着や家庭学習の仕方を学ぶ時

間としているんだと。午後からもう１こま70分授

業をやっていると。この70分と20分の授業と家庭

学習のサイクルで探求、活用、習得などが深まっ

ているんだと。 

  また、福岡の中学校では、これは当市と同じよ

うに50分授業なんですけれども、ここでモジュー

ル学習というのが出てきまして、25分単位の学習

をやっているんだと。理科の実験は75分やってい

るんだと。そして、定期考査というか試験前の１

週間は全学年で40分授業にして、ほぼ毎日国、数、

理、社、英の５教科の授業を行っているというよ

うなことで、この授業の１単位時間の運用という

ものが中学校に任せられているのかなというふう

に思っているんですけれども、これらの点につい
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ての教育長さんのご見解というものをお願いした

いと思います。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいま提案ございまし

たモジュールの授業も含め、私も実際に学校経営

の中でこれを導入したことがありますけれども、

なかなか教職員の理解を得るまでに大変なことで

ございますので、各学校の特色を打ち出して、そ

して各学校の児童生徒の学力の状況、それから教

育活動の状況を踏まえ、この提案も含め各学校に

情報提供しまして、今後、完全実施に向けてさら

に効果のある教育課程の編成をできるようにして

いきたいと、こんなふうに思っております。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） このモジュール学習とい

うのは、今、教育長さん、そういうのをやったこ

とがあるということですけれども、単位時間を10

分や15分などのモジュール、要するに基準単位に

分けて、基礎・基本の習得の学習に重点化した学

習であるというようなことです。 

  これで、実はモジュール学習の見本となってい

るのは広島県の尾道市立土堂小学校というところ

ですね。ここは火、水、木の１校時目に国語科的

内容を15分、算数科的内容を15分、学級の裁量15

分の順に実施してきました。国語科的内容につい

ては主に音読、それから算数科的内容は百升計算、

学校裁量は英語や音楽やパソコンなど。 

  この小学校を参考にして、京都の八幡市では平

成18年度から市内の全小中学校でモジュール学習

を取り入れてきた。読み・書き・計算などの短時

間繰り返すモジュール学習を行うもので、スピー

ド、テンポ、タイミングを大切にして脳の活性化

を図るのがねらいだと。 

  岐阜県の多治見市においては、小学校では読

み・書き・計算の基礎的内容の反復学習を中心に、

10分から15分程度のモジュール学習を全小学校13

校で実施してきた。そのうちの昭和小学校では、

15分単位で週に６回分を教科の時数に組み込んで

いる。 

  また、福岡市立の梅林中学校では、19年度から

25分単位のモジュール学習の取り組みを行ってい

ると。１年生のときから英、数のモジュール学習

を受けてきた２年生は、昨年４月の福岡県の学力

調査では県平均を20ポイント以上も上回り、前年

同期よりも10ポイント以上アップするというよう

な結果が出ているわけでございまして、ぜひとも

教育長さんにおかれましては、このモジュール学

習を検討していただきまして、導入の方向で考え

ていただけないかなというふうに思っているわけ

ですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 先ほどもお答えしました

とおり、このモジュールも含め、その効果等につ

きまして、あわせて各学校に情報を提供していく

というふうにご答弁申し上げましたけれども、そ

のような方向で今後も進めたいと思います。 

  モジュールに関しましては、重点項目を定め、

どの教科とどの教科で実施していくかというふう

なこともやはり検証し、検討していかなければな

らないと。それから、それを実施するにおいて、

何のためにそのモジュールを導入するかという学

力状況調査等、それから各学校の実態等もしっか

りと見きわめないと、ただモジュールをするとい

うだけでは成り立たないというところが出てきま

す。 

  そんな中で、小学校につきましては、平成23年

度完全実施、中学校につきましては24年度完全実

施ですので、その期間がありますので、その中で

各学校で取り組んでいる教育課程の編成を、お互

いに教務主任会、その他学校経営部会等での発表
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の中で情報と同時にその試行の成果を発表し合い

ながら、その次にどうするかという形になってい

くと思いますので、今のところは情報提供に終わ

るというふうな形でございます。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） モジュール学習の今後と

いうようなことで、基礎・基本などの学習に重点

化したモジュール学習を教育課程に位置づける学

校もふえている。ただ、新学習指導要領では、指

導体制や評価などがきちんとできる場合は標準授

業時間にカウントできるなどの弾力化が図られて

いるというようなことなので、やはり授業時間に

カウントできるかどうかというようなことが今後

問題になってくるのではないかなというふうに思

っておるわけでございますので、ぜひともよろし

く検討の上、子どもによりよい結果が出ていると

いうようなことでございますので、よろしくお願

いいたしまして、次の質問に入らせていただきま

す。 

  小学校の英語活動・外国語活動対策についてと

いうようなことでございますけれども、小学校の

５・６年生は35時間という時間で中学校のＡＬＴ、

英語指導助手の助けなどをかりてチームティーチ

ングをやっているというようなことでございます

けれども、この中において低学年、中学年の英語

活動はどのようになさろうとしているのか、ちょ

っとその点についてお尋ねをしておきたいと思い

ます。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 今の質問の前に、先ほど

のモジュールの時数にカウントするかどうかとい

うことなんですが、きちんとなっておれば現在も

カウントしておりますということを申し添えてお

きます。 

  小学校５・６年の英語学習ですが、まず、英語

を取り入れる中で、現在試行の中では英語指導と

いう面からではなくて、日常言語として抵抗なく

受け入れられるような学習のべースづくりという

ことで、指導というふうな重点には今のところは

置いておりません。 

  それと同じように、今の質問の中で、低学年、

中学年につきましては、総合的学習の時間の中で、

国際理解という分野の中で年間１時間ないしは２

時間というふうに位置づけして、ＡＬＴとともに

英語指導支援の教師が全学年を回れるような体制

になっております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） １年、２年生は、法令上、

研究開発校を除いて英語活動を行う時間がないの

で、学校裁量の時間などで工夫しているんだと。

３・４年生は、今、教育長さんの中でもちょっと

お話があったんですけれども、総合的な時間の中

で実施する際には、あくまで国際理解の視点であ

って、これと切り離して英会話や英語活動は行う

ことはできないというふうになっているらしいん

ですけれども、また、学校裁量の時間で英語タイ

ムなどとして実施するか、総合的な学習の時間を

国際理解にかかわる探求的な学習の中でツール、

道具として英語を使う場面などに限定されるとい

うふうに非常に難しい条件がついているわけでご

ざいまして、これらの点について、今後１・２年

生、また、３・４年生の英語活動をやっていく上

でどのようにやっていくのかなというふうに思っ

ているわけでございまして、これらの点について

教育長さんのご見解をお願いしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 菊地議員の言われるとお

り、今現在、全校でやっているのは、特区申請を
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して特区で認められているところでございますが、

この指導要領には、今、申されたように細かく規

定しておりますが、本市におきましては総合的な

学習の時間で、やはり国際理解教育というふうな

ところ、それと小学校の低学年の場合には、おは

よう、こんにちはというふうな、先ほど申しまし

たが、日常会話的な、そういうふうな中で、いわ

ゆる外国人に親しむというふうな形、そういうふ

うな中でとっておりますので、問題はないかと思

っております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 質問の途中ではありますが、

ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（平山 英君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 小学校の英語活動・外国

語活動について、先ほどちょっと教育長さんから

お話があったんですけれども、低学年、それから

中学年の時間は、再度、何時間ほどやっているの

か、お尋ねしておきたい。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 年間１時間ないしは２時

間程度と考えております。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） ここでやはり幾つか例を

示したいと思いますけれども、岐阜県の垂井町立

府中小というところでは、低学年に余剰の時間を

活用して年間10時間程度、中学年は総合的な学習

の国際理解の視点に立った内容で15時間程度、ま

た、北海道函館市立駒場小では低・中学年に特別

活動や総合的な学習などで年間９時間から14時間、

また、京都市立藤ノ森小学校では、これは低学年

に限りませんけれども、英語ノートと京都市が独

自に作成した英語教材ハローフレンズを使い単語

の学習を学び、夢を伝え合うような授業をしてい

る。 

  ここで英語ノートという言葉が盛んに出てくる

んですけれども、やはり北海道の駒場小というと

ころでも高学年は35時間やっておりますけれども、

この英語ノートを試作版を活用しつつ、担任を中

心にＡＬＴや他の担任とのチームティーチングな

どで工夫をしているというようなことが出ており

ます。この英語ノートとは、研究開発校で十数年

にわたる実践で多く使われた表現などを集大成し

たものであると。教科書ではなく、共通教材とし

て活用していただきたいというようなことで出て

いるものですけれども、当市においてはこの英語

ノートの活用というものはいかがでしょうか。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 英語ノート、さまざまな

情報がありますが、本市におきましては、今現在、

英語支援教師とＡＬＴ、そして英語担当指導主事

が入りまして、英語の授業をどのように小学校で

行うか、その教材の研究ということで月１回程度

集まってつくっておりまして、児童生徒に配る英

語ノートというふうなことは考えておりませんし、

今後、採用するかどうかも未定でありまして、今

のところは英語支援教師とＡＬＴ指導主事がつく

っている教材のほうを活用するという方向で進む

つもりでございます。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 英語ノートを使って実績

を上げている小学校はたくさんあるわけでござい

ますけれども、そこのところは割愛いたしまして、
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やはり小学校の英語についての問題点というのは、

英語の免許を持たない小学校の学級担任への過重

な負担や、それから英語指導助手、ＡＬＴなどの

配置のおくれ、教材や指導法の積み上げがほとん

どない。小学校で教育条件整備がされないままに、

ばらばらの内容の英語を学んで入学してきた場合、

中学校英語の入門期にマイナスの影響が懸念され

るというような問題点が指摘されておりますけれ

ども、これについての教育長さんの見解をお願い

いたします。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 本市で今まで小学校での

英語導入といいますのは、今、議員が申しました

ような、中学校へ入って初めて接する英語という

ふうなことで、非常に学力、その他学校生活に大

きな影響を与えるということから、ショックにな

らない、中一ギャップにならないような形で小学

校に導入しながら進めてきたところでございます。

そんなところがあります。 

  それから、ＡＬＴの配置でございますけれども、

ＡＬＴは各中学校、市内に10校ありますが、各中

学校区に１名ということで配属しておりまして、

そのＡＬＴが小学校と連携をとりながら、中学校

でのあいている時間、それから小学校と中学校で

教務主任が教育課程を検討しながら、どの時期に

何時間というふうな割り当ての会議を持って配当

しているところでございます。 

  なおかつ英語支援教師というふうなのを先ほど

申しましたけれども、本市としまして、やはり小

学校の教員がすぐに英語というのにはかなり負担

を感じているというのはアンケート等でも出てお

りますので、それを緩和するために、市としまし

て英語支援教師ということで、先ほど申し上げま

したチームティーチングで進めているというとこ

ろにつながっていきます。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） (2)については終了いた

します。 

  (3)について、国語の対策についてでございま

す。 

  １・２年生に昔話や神話、中学年では短歌や俳

句、高学年では古文、漢文などが出てきたという

ようなことで、これらについては各学校に任せて

いるというようなお話があったわけでございます

けれども、やはりこれらが今後、必修科目として

出てくるわけでございますので、これらについて

の指導方法というか教材というか、そういうもの

は非常に難しいのではないかというふうに思われ

るわけでございますけれども、それらの点につい

てはいかがでしょうか。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） まず、伝統的な言語文化

と国語の特質に関する事項を新学習指導要領に沿

って移行・指導している学校は、小学校は25校中

１校、一部を新学習指導要領で指導する学校が５

校、まだ現行の指導要領にのっとってやっている

学校が19校でございます。中学校におきましては、

10校中、すべて移行しているというところが１校、

一部が７校、現行が２校というふうな状況になっ

ております。 

  また、その内容におきまして、古典の教材に関

しましては、今後、試行の段階の中で教員の研修

組織の中に国語部会というふうなものがあります。

それから学習指導主任会というのがありまして、

そういう中で扱う古典の指導の実践例を参考にし

ながら、那須塩原市としましても課題解決に努め

るという方向で進んでおります。 

  なお、古典の材料におきましては、百人一首、

それから昔話、伝承、それから平家物語等古典と
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か、それから古典、短歌、俳句、その他導入しや

すいものに関して扱っているところが今の現状か

と、こんなふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） この古典の授業につきま

しては、１・２年生では昔話の中で桃太郎、かぐ

や姫、一寸法師など、また、神話としては因幡の

白兎とか、また漢文で論語とか、それからその他

ということで昔話の唱歌、また、３・４年では安

寿と厨子王とか百人一首、万葉集、それから枕草

子、奥の細道、それから近代文学では坊っちゃん、

それからその他、珍しいものとしては寿限無です

ね、落語。それから口上がまの油とか外郎売とか、

また、５年生では今昔物語とか古事記、枕草子、

徒然草、狂言。それから６年生では平家物語、方

丈記、それから近代の文章では芥川龍之介、森鷗

外、その他では歌舞伎、文楽、講談、人形浄瑠璃、

非常に多種多彩にわたっているわけでございまし

て、非常にこの教材は難しいなと。そういう中で

こういうものも学んでいかなければならないとい

うようなことで先生方も大変だなというふうに思

うわけでございまして、一つだけお聞きしておき

たいと思います。 

  この古典の授業が取り入れられたポイントとい

うものはどのようにお考えですか。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 先ほど答弁しましたとお

り、我が国の言語文化に親しむ態度を育てるとい

うことで、そこに国語の役割や特質について理解

を深めるということと、豊かな言語感覚を養った

りすることをねらいとして、そして新たに伝統的

な言語文化と国語の特質に関する事項というふう

なのが設けられたと、こんなふうに理解しており

ます。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 次に、新聞を読むという

ほうに入らせていただきます。 

  例として、川崎市の中学校３年生の国語の授業、

これは社説の文章を1,200字あるものを400字に縮

約してもらうというようなことをやっておりまし

て、これは文章の要点をうまくつかめるようにな

ってきた、それに論理的思考ができるようになっ

たと。また、北区の王子第三小学校の取り組みで

は、全学年で新聞のスクラップや新聞づくり、そ

れから読み比べなど、ＮＩＥ、新聞を情報教育の

基礎に位置づけている。全学年で水曜日の朝に新

聞スクラップに取り組んでいると。低学年では新

聞の写真を切り抜いて、２年生の生活科では昔か

らの遊びでかるた遊びをしたが、そのかるたの絵

札に新聞写真を使い、その写真のイメージに合う

読み札もつくった。保護者からは、スクラップを

見ると、子どもの好きなものがわかる。朝夕のテ

レビ番組が子ども番組からニュースになったとい

う子どもの成長を実感する声が寄せられておりま

す。 

  そういう中において、この新聞を読むというも

のが取り入れられた背景というのをどのようにお

感じか、それをお尋ねしておきます。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 背景というのは非常に難

しいと思うので一概には答えられませんが、新学

習指導要領では、小学校５・６年生の読むことの

言語活動を例に、編集の仕方や記事の書き方に注

意して新聞を読むことと、先ほど議員が申された

こと等をとらえていると思います。 

  中学校の２年生の読むことの言語活動の例に対

して、新聞やインターネット、学校図書館等の施

設などを活用して得た情報を比較できるようにす

ること。つまり社会性、そしてひいてはキャリア、
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生きる力につながっていくというところも考えて

いるかなとは思っておりますけれども、そんなと

ころが背景かと、こんなふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） ふだんから新聞を読む習

慣をつけ、読解力、思考力を高めておくことが最

上の受験対策であることがわかる。このことはニ

ュースに限らず、教育の王道と言っていいという

ような新聞記事もございました。 

  ただ、そういう中において、課題というものが

書いてありました。新聞の活字の内容が小学生に

は難しいことや、新聞製作には時間がかかること、

教育に新聞をのカリキュラム化などの課題がある

と。また、要望としては、新聞社が取材の成果と

訴求力を教育の場に提供してくれれば、教育現場

にはこんなありがたい話はないだろうという話が

あるわけでございますけれども、いかがでしょう

か。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ニュースペーパー・イ

ン・エデュケーションというのがありました、Ｎ

ＩＥ活動ということで。これは前から言われてい

ることで、国語の教科ばかりではなくて、各教科

で必要があればそのニュースペーパーを教材とし

て使うというふうなことになっておる。なってお

るというより、そういうふうに授業の中で利用し

てきたのは現実に行われているところでございま

す。 

  大体、学校においては、国語教師、ないしは他

の新聞を導入している教師の中ではコラム欄にそ

ういうものを投稿させたりして、現実の社会状況、

それから新聞を通して自分の生活、学習の中にど

ういうふうに取り組むかという自覚を高めたりす

る、そういう指導を行っているところでございま

す。 

  また、新聞を授業の中に導入するにはどんな内

容かというと、例えば新聞のコラムを視写する活

動、新聞を活用して紙面構成を考えたり、新聞を

活用して情報収集すると。それから新聞記事をも

とにした１分間スピーチないしは10分間スピーチ

と。朝のスピーチで新聞のニュースを発表すると

か、つまり社会の現象をしっかりととらえる、そ

ういうふうな側面もあるような、そういう授業に

なっております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） いずれ教科書にも新聞が

多く登場してくるに違いないと思われます。しっ

かりとした対応をよろしくお願いいたしまして、

(4)に移りたいと思っております。 

  生きる力をということで、これを上げましたの

は、私はやっぱり新聞を見ておりまして、当市は

生乳生産は本州一ではないのか。酪農家の方が大

変多いわけでございまして、酪農体験というのは

まさにぴったりとした体験活動ではないかという

ふうに思っているわけでございます。そういう中

におきまして、実は２月７日に東京で酪農体験活

動は食育、キャリア教育、命の教育が実践できる

場であるという教育セミナーがございました。そ

ういう中におきまして、牧場の仕事で最も大切な

ことは牛と人間との信頼関係、また、労働時間が

長く、土日に休みがとれない酪農家の仕事も、新

しい命の誕生というドラマを目の当たりにすると、

やっていてよかったと思うと。働くことのすばら

しさを学ぶことができた。 

  こういうことや、それから、東京23区の中で唯

一の牧場があるところの小学校の先生のお話です

けれども、教育効果としては、食に対する関心の

高まり、酪農家へのあこがれ、命の実感などが体
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験できたというようなことの中で、新学習指導要

領が目指すものは、基礎的・基本的な知識・技能

の習得、知識・技能を活用して課題を解決するた

めに必要な思考力、判断力、表現力などの能力の

育成、学習意欲の向上という３点に集約すること

ができるけれども、この３点のものについては酪

農体験がまさにそのものずばりであるというよう

なお話があるわけでございますけれども、この点

についてのお考えをお聞きしておきたいと思って

おります。 

○議長（平山 英君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 生きる力をはぐくむ基本

理念ということで、社会の変化に対応できる能力

を育成するための知・徳・体のバランスのとれた

力をつけるという教育を進めているところでござ

いまして、食、命、勤労等の体験というのは、学

級活動とか学校行事、総合的な学習の時間、道徳

教育等の関連で総合的に体得させるよう、各学校

の実情において進めているところでございまして、

その中で、今、質問にありましたような酪農体験

がそれにぴったりするというふうなことは全く同

感でございます。 

  栃木県では、マイ・チャレンジというふうな試

行を重ねまして、その後、各自治体、そして各学

校に生徒の中学２年生時における体験活動を取り

入れるようにということで、本市も導入しており

ますが、その中で、たまたま質問にありました酪

農体験をマイ・チャレンジの中で終えた生徒の感

想があります。 

  ５日間のマイ・チャレンジを終了して思ったこ

とは、行ってよかったということです。この５日

間はとても充実していました。○○農産で牛に対

しての接し方などたくさんのことを学びました。

僕の仕事は子牛の世話でしたが、ミルクをあげた

り、体をきれいにしたりする仕事を通し、子牛が

とても小さく、びっくりさせないように気を使い

ました。また、世話をするとき、自分が必ず消毒

をしてからでないと子牛が病気になってしまいま

す。マイ・チャレンジに行く前は牛の世話や牛に

関する仕事はとても大変だろうと考えていました

が、予想は当たっていましたが、中途半端な気持

ちでは牛などの生き物の世話はできないです。体

力的にもとても疲れる仕事でしたが、やりがいを

感じた５日間でした。チャンスがありましたら、

ぜひチャレンジしてみたいです。この酪農体験を

した生徒からは、同様のことが10件ほど寄せられ

ております。議員の指摘したとおりだと思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 29番、菊地弘明君。 

○２９番（菊地弘明君） 牧場は食や命はもちろん、

生産、労働、飼育、産業、経済といった豊かな文

化も凝縮されていて、それらをリアルに体験する

ことができます。まさにリアリティーあふれる学

びができる場と言えるでしょう。また、牧場での

学びだけに限定するのではなく、教室に帰ってき

てから家庭科や国語など各教科と連携したり、さ

らには他の体験などと関連づけ、深めていくこと

もできます。 

  そういうことで、ぜひとも酪農体験をこれから

も推し進めていっていただきたいということをお

願いいたしまして、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（平山 英君） 以上で、29番、菊地弘明君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 東 泉 富士夫 君 

○議長（平山 英君） 次に、25番、東泉富士夫君。 
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○２５番（東泉富士夫君） 公明クラブ、東泉富士

夫でございます。市政一般質問を行います。 

  まず、１、雨水処理施設について。 

  本市の住宅街には多数の雨水処理施設が設置さ

れている。その管理、清掃は基本的に地域住民が

行っている。しかし、雨水処理施設によっては汚

泥やごみがたまったまま清掃がされていないとこ

ろも見受けられる。また、雨水処理施設の清掃を

地域住民だけで行うのは負担が大きいという市民

の声があります。 

  ①雨水処理施設の管理、清掃の現状についてど

のような認識をされているか。 

  ②雨水処理施設の管理、清掃について、今後、

どのような支援を考えているか。 

  ③関谷、青葉台団地の雨水処理施設がＵ字溝及

び管渠のふぐあい等で機能していないため、大雨

のたびに道路が冠水し、地域住民が大変な思いを

している。今後の対策について伺います。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君の質問

に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 東泉富士夫議員の市政一般

質問の１の雨水処理施設について、３点ほどござ

いますので、順次お答えいたします。 

  まず、１の雨水処理施設については３つあるわ

けでございますけれども、その①といたしまして、

雨水処理施設の管理の状況につきましては、開発

行為により申請された雨水処理施設は800カ所ご

ざいます。完成箇所が約500カ所で、未着手が300

カ所となっております。 

  完成箇所約500カ所のうち市に移管された施設

は約400カ所で、残りの100カ所につきましては業

者の管理のものとなっております。 

  このほか、開発許可制度の適用以前に開発され

た分譲地の雨水排水処理施設があると思われます

が、この箇所数については把握してございません。 

  市に移管された雨水処理施設の管理は、開発業

者が開発行為許可申請時に、公共施設について市

と自治会の管理区分を協議しまして、市と協定を

締結することになります。この協定による管理区

分は、構造、機能については市が管理し、清掃、

除草等の日常管理は受益者である自治会が行うこ

ととなります。 

  これらの雨水排水処理施設はおおむね適正に管

理、清掃されておりますが、管理の行き届かない

箇所が見受けられる場合には、その都度、管理に

ついては地元自治会等に依頼しております。 

  このほかに、事業者管理となっている雨水排水

処理施設及び開発許可制度以前の開発行為による

雨水排水処理施設の管理については把握できてい

ないのが現状でございます。 

  ②の雨水排水処理施設の管理、清掃の支援につ

きましては、開発許可制度に基づく開発行為によ

り市に移管されている雨水排水処理施設につきま

しては、倒木の除去や危険を伴う作業、しゅんせ

つ等の必要がある場合には公共施設の管理区分に

基づき、地元と協議の上、市で対応をするなど支

援を行っており、今後も現行の支援を行ってまい

りたいと考えております。 

  ③の関谷、青葉台団他の雨水処理施設の対策に

つきましては、この青葉台団地は開発許可制度の

適用以前に開発された分譲地でありまして、先ほ

ど①の管理の状況でお答えいたしました500カ所

以外の雨水処理施設となります。当然ですが、市

では管理移管を受けておりませんので、業者が管

理することとなります。設置されている雨水処理

施設が現行の基準のような十分なものではなく、

また、１カ所に排水が集中する道路勾配となって

いるため、分譲地の大きさに対しまして処理能力

が著しく不足しております。このため、大雨時に
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道路が冠水しているものと思われます。 

  道路部分につきましては市の所有になっており

ますので、市管理道路として側溝や集水ますの管

理を行っておりますが、雨水処理施設は業者が所

有、管理をしているため、浸透池の清掃やふぐあ

い部分の修理などの対策は管理者に申し入れをし

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） ただいまご説明をいた

だきましておおむね理解させていただきました。 

  市に移管されているこの400カ所でございます

けれども、これに関してはしっかりと清掃、管理

をしている、このように理解してよろしいでしょ

うか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） その400カ所につきま

しては、先ほど市長が答弁いたしましたようにお

おむね管理は適正にされていると。もし、市長が

答弁したように、管理にちょっとふぐあいがあれ

ば自治会のほうへ申し入れをしまして行っている

という現状でございます。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） わかりました。 

  実際に800カ所のうち400カ所は市に移管されて

いる。しっかり管理もされているということでご

ざいますが、この400カ所ですか、それについて

は、実際、地域住民、住んでいる方は大変な思い

を、大変な思いというよりも、いろいろ泥とかご

みとか詰まっておりまして、衛生上大変よくない

なと、厳しいというような、そういった場所も見

受けられます。そういったことに対しては、あく

までも市は関知しないというか、何か対策という

か支援はどのように考えているのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 機能的にそういうふぐ

あいが出ている場合には地元と協議しまして市の

ほうでしゅんせつしたりしておりますので、21年

度につきましては４カ所の自治会と協議しまして

実施するような形になっておりますので、もしそ

ういう機能的なふぐあいがある場合には市のほう

へ申し入れをしていただきたいというふうに考え

ております。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） その他、未着手という

か完成していない部分については400カ所以上あ

るということですが、実際市民の方はいろいろと

大変な思いをしている方もいるかと思います。そ

ういった意味では、できましたら一度総点検をし

ていただいて、できる範囲で市のほうの支援をお

願いしたい、このように思います。 

  それから、③のほうの関谷、青葉台団地の件で

ございますが、これは市に移管されていないとい

うことで、市のほうでは手は出せないというか、

支援はできないということでございますが、実際

は、とにかくこれから雨季のシーズンに入るわけ

でございますけれども、大変な思いをされている

と。大雨が降ってしまえば本当に生活に支障を来

すような、長時間ではないと思いますが、その辺

何か、市に移管されていないからこれはもうやむ

を得ないんだということであれば、ちょっとこれ

は市民の方もいろいろ大変だなと、こういう思い

なんですが、これに対して何か支援というか、支

援の手だてというか、何かできないものか、何か

アドバイス、その辺ありましたらお願いしたいと

思います。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 先ほどの答弁の中で、
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市のほうでしゅんせつ等の支援という部分を申し

上げましたけれども、それはもちろん市に移管さ

れている部分だけでございます。 

  それと、今、ご質問のありました青葉台の団地

の件ですけれども、これにつきましては、町時代

に道路については移管されている。現地を一応見

させていただきましたけれども、浸透処理施設に

ついてはある。ただ、その部分に側溝等があるん

ですけれども、その側溝が浸透池のほうにつなが

っていない。側溝からあふれた水について浸透槽

のほうへ管で行くようにはなっている。ですから、

その側溝を浸透池のほうへつないでいただくとい

う形をとれば大分違うのかなということで見てき

たんですけれども、いずれにしても、これにつき

ましては移管されていない部分がありますので、

うちのほうではちょっとできない。ですから、先

ほど市長が答弁いたしましたように、業者のほう

へこういうことでありますのでというふうな申し

入れを行いたいというふうに考えております。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） いずれにしましても、

大変地域住民の方は大雨の際は困っているという

ことでございますから、ぜひとも行政のほうで力

になっていただきまして、業者のほうに申し入れ

を行っていただきまして、ぜひよい方向に持って

いっていただきたいと、このようによろしくお願

いをしたいと思います。 

  それでは、２問目に移りたいと思います。 

  ２、公道、歩道にはみ出している枝葉について。 

  本市の広い地域で公道、歩道にはみ出している

枝葉が交通の妨げになっている状況を見かけるこ

とも少なくない。また、市民から対策について聞

かれることもある。車社会において、安全・安心

の生活を送るため、公道、歩道にはみ出している

枝葉の対策は重要と考えます。 

  ①公道、歩道にはみ出している枝葉についてど

のような認識をされているか。 

  ②今後、交通の妨げになるような枝葉について

どのような対策を考えているか。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） ２番の公道、歩道には

み出している枝葉についての①、②の質問につい

てあわせてお答えいたします。 

  樹木の枝葉が公道や歩道に張り出している箇所

があることは認識しておりますが、民有地の樹木

については個人の財産でありますので、所有者の

責任において管理することが原則となっておりま

す。 

  対策につきましては、樹木の管理について市の

広報に掲載することや、各地区の道路愛護会に協

力をお願いしているところであります。通行に重

大な妨げとなるような場合は、樹木の所有者に対

して直接伐採の依頼を行うことがあります。引き

続き、所有者の皆様に樹木の適正な管理をお願い

していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） ありがとうございます。 

  相当この市内、広範囲でございます。そういっ

たときは、私どもも車を運転をしていまして、か

なりそういったことが目立つ、気になることがあ

ります。公道歩道等に枝葉がはみ出しているとい

うような市民からの要望というのは年間どのくら

いあるものか、また、それに対して対応できてい

るのかできていないのか、その点についてお伺い

したいと思います。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 苦情等の件数等につい

てはちょっと把握しておりませんけれども、もし
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そういう問い合わせがありましたら、現地を見ま

して、先ほど言いましたように通行に重大な支障

を生じるという場合には持ち主のほうにお話をす

るというふうなことで今までは対応してきている

というふうに考えております。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） ありがとうございます。 

  関連でございますが、児童生徒の保護者のほう

からも、特に農道、そういった登下校している場

合、非常に、特に西那須野関係のほうが多いかな

と、三区とか四区とか、あの辺になりますと、枝

葉が特にこの季節になりますと多く出まして、ど

うしてもそういったことがあると、道路のほうに、

中央のほうに登下校の際は寄ってしまうと。そう

いった意味ではやはり交通事故の危険性もあると

いうことで、その辺は、特に市はできましたら、

そういう児童生徒の通るような場所を一度総点検

していただいて、確かにそういった場所を私も幾

つか見てきまして、なるほどあるなという感じを

いたしました。そういったところをぜひとも早目

に対応していただきたいと、このように思うとこ

ろであります。 

  それから、関連でございますが、その枝葉とは

違いますが、特に児童生徒の保護者からの要望で

ございますが、狭い道路、農道とか、そういった

特に支線に入った場合に、道路が狭い上にさらに

道路のほうに芝というんですか、草がだんだん生

えてきてしまうんですね。そうしますと、さらに

道路が狭くなったような状態で、そういったとこ

ろは子どもさんがさらに枝葉と同じく、なかなか

そういうところは歩けないというような状況なん

ですね。そういったあれで、保護者の方から、ぜ

ひとも枝葉と同時に、道路沿いにだんだん芝等が

生えてきたものに対してぜひ点検していただいて、

その辺を取り除いていただきたいと、このような

お話が何件か今まで聞いておるんですけれども、

その点について今後の対応についてお伺いいたし

ます。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 市としての日常管理に

つきましてはパトロール等を行っておりまして、

そういう部分で支障がある場合には何らかの措置

をとっているかと思いますけれども、やはり路線

数とすれば、市道は2,400弱ありまして、1,238㎞

あります。それらをすべて市ということはなかな

か難しい部分もありますので、先ほど言いました

ように、各自治会において道路愛護会というのを

やっていただいております。ですから、道路愛護

作業時にそういう部分もやっていただくような形

で、各自治会長さん、あと班長さんにそういうこ

とで通知を出してお願いしております。 

  あとは広報等で枝葉とか道路部分についての除

草等のお願いもしているということで、それらの

対応を図っている状態でありますので、今後とも

そういうふうな形で、愛護会の方々にご協力をい

ただいて、そういう部分についてはやっていきた

いというふうに考えております。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） ありがとうございます。 

  愛護会等、また区長さん等、いろいろな自治会

等、その辺の対応はされているというような今お

話がございました。しかし現実は、相当そういっ

た枝葉の問題、また、道路等に草、芝等が張り出

して非常に困っていると。そういった要望等も多

いわけでございます。ですから、そういったあれ

では、今、部長のほうからお話がございましたよ

うに、広報等でも周知徹底をされているというよ

うなお話ですけれども、さらにこの辺は、やはり

毎年枝葉というんですか、これが伸びて毎年繰り

返されるような問題でございます。そういったあ
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れでは、もう少し力を入れていただいて、市民の

方から余り苦情、要望等がないような方向で少し

力を入れていただきたいと思います。 

  特に枝葉については大小さまざまでございます。

本当に至るところございますけれども、まだまだ

その辺の認識というか、理解がまだされていない

部分というか、あるのかなというような感じもし

ますので、ぜひとも、できれば広報等で、これは

あれですか、毎年１回、私もちょっと見ていなく

て大変申しわけないんですけれども、どのような

内容等で広報でお知らせをしているのかちょっと

お伺いします。 

○議長（平山 英君） 建設部長。 

○建設部長（田代哲夫君） 広報等でのお知らせで

すけれども、「道路に木の枝などはみ出しており

ませんか」というふうな表題で、道路わきの土地

から幹とか張り出している部分が見受けられます

よということで、それらについて、管理者である

地権者のほうで適切な管理をお願いしますという

ことで、その中に道路法の部分でみだりに道路に

竹木などを堆積したり、そういう部分もだめです

よというふうな形で、その適正管理の部分をお知

らせしているということで、年１回、これは広報

で出しております。 

  そのほかに、先ほど言いましたように、道路ふ

れあい月間というのが８月にあります。その前に、

７月ぐらいに先ほど言いましたように道路愛護会

のほうに通知を出して、その中でも同じような形

で枝葉についての管理をお願いしますよというふ

うな形で出しております。 

○議長（平山 英君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） わかりました。 

  いずれにしても、市民の方から毎年のように、

私もことしに入って何件か市のほうにお願いして

処理というか伐採をしていただいたところもござ

います。そういったあれでは、恐らく困っていて

もなかなか市のほうに連絡というか、要望等が来

ていない部分もたくさんあるのかなと思います。

そういったあれでは引き続き広く皆さんにこの枝

葉については理解をしていただいて、枝を切って

いただいて、本当に今、車社会でございます。ま

た歩行者、また児童生徒が登下校の際には間違っ

てもそのために事故があったり、また交通事故が

起きてはならないと思います。そういった意味で

はなお一層のその辺の徹底、周知をいただいて、

よろしくお願いしたいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（平山 英君） 以上で、25番、東泉富士夫

君の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５７分 

 

再開 午後 ３時０７分 

 

○議長（平山 英君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 髙 久 好 一 君 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 皆さん、こんにちは。10

番、髙久好一です。 

  質問に入る前に、訂正をお願いします。 

  １番の①の市民の署名4,347を4,274に訂正させ

てください。苗字だけのもの、判読できないもの

を取り除いたためです。 

  それでは、質問を行います。 
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  １番です。高過ぎるごみ袋の値下げを求める請

願についてです。 

  那須塩原市はことし４月から家庭ごみの有料化

を圧倒的多数の市民が有料化反対の意思を表明し

ている中で強引に押し切り、決定しました。大不

況中で市民の暮らしが大変なときに、45の袋１

枚50円は県北では最高で、大田原市と比べても高

過ぎます。 

  ①ごみ袋を半額に値下げすることを願い寄せら

れた那須塩原市民の署名4,274筆を市長としてど

のように受けとめるか伺います。 

  ②鹿沼市や足利市のように市民の声に沿ってご

み袋を値下げするところや無料に戻そうとする自

治体が出ています。当面、ごみ袋を半額にするよ

う求めるものです。 

  以上、２点について伺います。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君の質問に

対し答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 私のほうからお答

えをさせていただきます。 

  ２点ありましたので、順次お答えをさせていた

だきます。 

  まず、①にありましたごみ袋を半額に値下げす

るための請願についてお答えいたします。 

  新しいごみ処理システムがスタートするときに

は、議員各位の真摯な議論を経て議決をいただい

たり、出前講座を含めまして200回を超える地域

の説明会等で市民の皆様のご意見をいただいてお

ります。ごみ袋の値段についても、その際当然な

がら多くのご意見をちょうだいしており、その都

度説明し、ご理解をいただいたものと認識してお

ります。 

  ごみ袋の値段の設定は、ごみの減量を継続的に

持続できるという側面もありますので、引き続き

市民の皆様のご理解とご協力をいただけるよう、

なお一層の努力を続けてまいりたいと思っており

ます。 

  ②の、当面、ごみ袋の値段を半額にするよう求

めますについてお答えいたします。 

  福祉施策といたしまして、２歳児未満の子ども

がいる世帯や障害者、高齢者で紙おむつを使用し

ている方々にはごみ袋を無料で配布するなど、ご

みの減量が難しい方々への負担軽減策を実施して

おり、市民の皆様には、ごみになるものを買わな

いことや資源化に取り組んでいただき、使うごみ

袋の数を減らし、有料化の目的の一つであります

減量化を一層推進し、袋の使用を極力少なくして

いただけるようお願い申し上げまして、ごみ袋の

値段の変更は現在考えておりません。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） ①からやっていきます。 

  新しいごみ処理ということで、200カ所近い場

所で説明会を開いたと。そして理解を得たと。そ

して進めていると。値段の設定については理解に

向けてこれからも努力していくというお答えでし

た。 

  那須塩原市のごみの有料化、昨年私もこの説明

会について質問して、生活環境部長からの答弁を

もらっています。市内の4,323世帯のうち9,551人

が参加されて、新しいごみ処理計画はおおむね理

解されたと思うと、こう生活環境部長は答弁して

います。そうした中で今度のごみの有料化が実施

されるに当たり、市民の中から、先ほども訂正を

お願いしましたが、判読できるもの、苗字だけ以

外のもの、こういったもの、私たちのほうで出し

たものを議会事務局のほうで見て、どうしても読

めないというもの、これを除きました。そして、

さっきの4,274筆ということに訂正をしていただ
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きました。こうした多くの市民から、隣の大田原

市に比べてもやっぱり高過ぎるということで、こ

うした署名をいただきました。 

  私たちもこのごみ袋の値段について随分議論を

してきました。しかし、説明会の場でも、50円の

袋、どう決めたのかということについては、説明

会の会場に、説明会の前に議会で決めたと。その

決め方というのは間接民主主義という手法をとら

せてもらったという説明も行われています。そう

いう中でのこの署名です。私たちはこの署名を大

変深く受けとめて、ほかの自治体なんかとあわせ

てもやはり高いと。暮らしも大変だと。そういう

ときにこの有料化という問題です。 

  私の前の質問でも、幾つか混乱があったという

話も聞かされています。その混乱というのは、や

はり有料化という問題と、市民が努力するという

部分とあわせてもやっぱり違うんじゃないかとい

うことがあるからではないかと思います。この点

についてどのように考えているでしょうか。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  本題に入る前に、第１日目の一般質問のときお

休みしたので内容が伝わっていないかと思います

が、岡部議員にもお答えしましたが、大田原市と

本市のごみ袋の値段の設定において、基本的なベ

ースの段階からもう違うというのは、前から髙久

議員にもお答えしていると思いますが、大田原市

は有料化といっても、現在全国展開しています意

味での有料化の指定ごみ袋ではない。大田原市も

そのように言っていますし、平成７年から導入し

ているんですが、施策目的が違う。隣、隣と言っ

ておりますが、矢板市、これもかなり前からやっ

ておりますが、これにつきましては１円で40

なんですか、40円ということで矢板市はやってお

ります。矢板市は有料化というふうに市役所でも

言っておりますし、そのような形で、どこが違う

かというのを答弁してありますけれども、処理手

数料を加味してあるかどうか。処理手数料は我々

のほうは入っております。大田原市は入れていま

せん。ごみ袋をつくる原価なんですよということ

です。大田原市は指定ごみ袋ですけれども、指定

ごみ袋の種類には２つありまして、市のいろいろ

な内容を入れた印刷をしたものと、西那須野・塩

原がやっていたように透明袋を指定します。市販

のものでいいですよというのも、これも指定です

よね。黒いのでも何でもいいというのは指定して

いないということになると思いますが、その意味

で、土俵がまず違うことだけはご理解いただいた

上でいろいろ答弁をさせていただきます。 

  高いか低いかとか、そういう意味で言いますと、

職員もいろいろ電話をいただきながら、そのとき

も今の説明を、このごろはありませんけれども、

４月の前段あたりはごみ袋の値段について電話が

ありましたけれども、確かに少し高目になってお

ります。そういう答弁は間違いなくして説明して

います。 

  どういう位置づけかといいますと、全国レベル、

60％程度有料化が入ってきておりますけれども、

その平均値がやはり40円から50円の間ぐらいです。

高いところはそれこそ80円、100円以上あります。

特に北海道あたりはかなり高い設定で、札幌でも

何でもやっておりますが、低いところはもっと当

然安いところもあります。 

  そういう値段の中で平均値で大体そのぐらいで

ありますが、平均値よりもちょっと上になる。

１円程度が、大体国のほうでいろいろな全国の統

計等をとっているらしく、ごみを導入したときに

はずっと量が減っていく。それがまた戻ってくる。

これはリバウンド、ダイエットと同じなんですが、

リバウンドしないボーダーラインというのは１



－213－ 

円程度だというのが統計的な話で我々のほうに情

報として流していただいている。 

  その辺も考えまして、隣の矢板は40で40円で

すが、うちのほうは45の袋にしておりますので

45円でいいんじゃないかという話もあるかもしれ

ませんけれども、経済的な動機づけ、ちょっと高

いな、少し減らそう、このごみ袋を使わないよう

にしようという動機づけにもなっているわけです。 

  ごみ袋をただにしてしまうと、我々の施策は何

回も、今回の議会でもご答弁していますように、

負担の公平化という視点も大きくあるわけです。

多くても構わない、ごみなら幾ら出してもいいや

と多く出す人と一生懸命努力をして少なく出す人

にはやはり差をつけなくてはいけないんじゃない

かということで、これはどうすればいいかといい

ますと、有料化にすれば多く出せば多く金がかか

るということになりますので、そういう意味でも

抑制効果があらわれるだろうということで考えて

やっておりますので、極端には高くはしておりま

せんけれども、確かに一般生活からいって、今ま

では透明袋を10円なり10円ちょっとぐらいで買っ

ていたものが50円になれば、それは当然高くなっ

たとは思いますけれども、その辺の施策目的を勘

案いたしまして、ご理解をぜひいただけるように

努力しなくてはなりませんし、4,000名以上の署

名があるという現実がありますので、これは我々

の反省事項として、理解をしていただけるよう努

力がまだまだ足らなかったんだというふうに真剣

に受けとめて、今後も一生懸命説明に努めてまい

りたいというふうに思っております。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 以前、私と部長が繰り返

し行ってきた議論に戻っていると思いますが、確

かにこういうときに、新しいごみの処理の方法が

始まったばかり、市民のほうの戸惑いもある。そ

ういう中でやっぱり負担が大きいというのが市民

の偽らざる心境だと思います。そこのところがす

んなりと胸に落ちるというか理解できるというも

のであれば、恐らくこういった署名、私たちが幾

ら運動を展開しても乗ってこないというところは

あると思います。 

  ここで②のほうに入りつつありますけれども、

鹿沼の例です。恐らく生活環境部長もしっかり知

っていると思いますが、私、２年前に鹿沼のほう

に行ってまいりました。そして、鹿沼ではちょう

どそのとき新制度を前にして、やはり40ℓのごみ

の袋は高過ぎる、半値にするようにという署名運

動をやっていました。そのときも今、部長が重く

受けとめると、4,274の署名、こう答えました。

鹿沼市でも、那須塩原市に比べると人口はちょっ

と少なくなりますが、ごみ袋の値下げ要望書、

5,870筆、これが２年前に出ています。当時の市

長は、やはり生活環境部長と同じように重く受け

とめると、こう答弁しています。そして、その署

名がずっと生きています。そして、その流れの中

で２年たって市長選があった。重く受けとめると

言った市長も新しく立った市長も、ごみ袋の値下

げというのを公約に掲げました。 

  さらに、ことしの４月には足利市の市長選があ

りました。ここの中では、ごみの有料化を決めた

市長が引退して、新しい候補者が２人とも、市長

後継と新たな県議から市長を目指す市長候補がと

もに栃木県で一番高い4560円のごみ袋を無料に

するという公約を掲げました。そうした中で選挙

が終わって、ごみ袋を無料にするということにな

って、これが進められています。 

  こうした市民の声に沿って、ごみ行政を進めて

いく専門家の方とか、そういった方からいろいろ

な話が出ていました。しかし、やはり自治体とい

うのは市民あっての自治体。こうした鹿沼市や足
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利市の流れをどのように受けとめるか答えていた

だきたいと思います。 

○議長（平山 英君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  先ほど重く受けとめるというときにも私も説明

いたしましたように、我々は一生懸命、担当者が

毎日夜あちこち出向いて説明をしてきたので、か

なり頑張ってきたなという中にあって、まだまだ

理解してもらっていないと。努力不足だ、自戒の

念で重く受けとめたというふうにご理解いただき

たいと思います。もちろん市民の声ですから、よ

く理解していただけるように今後とも説明をして

いかなくてはならない。 

  なぜこういう制度を導入したかというのは、何

回も言っていますように、負担公平、ごみの減量、

それから市民の皆さんの資源を大切にする、そう

いう消費者の意識づけ、そういう施策がすべてう

まくいくなら当然有料化しなくたっていいと逆に

言えばなるわけですね。目的が達成できれば。本

当にそれができるでしょうか。 

  例えば、どうしても大田原の例が出てきますの

でお話ししますが、大田原市の中のごみの今まで

の消費といいますか、ごみの処理量をずっと比較

してぜひごらんいただきたいと思うんですが、平

成７年度に多分導入したと思いますけれども、一

向に当然減っていないわけです。それは当然目的

が最初からごみ減量を考えたのではなくて、我々

と違って、資源を出す袋も結構な値段で指定して

ありますから、我々とまた考え方が違うわけで、

分別をきちんとやってもらうために印刷をかけて、

何色はプラスチックですよ、何色はといろいろ定

めて、何種類も持っていなくてはならないやり方

なんですね。それは分別を徹底するためにやった

んだなというふうに私は理解をして、ごみを減ら

すためということで、その評価をどうのこうの聞

いたことはありませんから、それはまた別な施策

でやっておこうということでやってきたんだと思

います。 

  我々は負担公平とごみ減量という目的をちゃん

と果たしていかなければいけませんし、これがす

ぐにリバウンドするようではまた困りますし、そ

れはリバウンドしないためにお金だけで決めてい

るのではなくて、何回も言っていますように、市

民と協働でというようにごみ減量推進員だのごみ

ステーション責任者を決めるに当たっても、かな

りいろいろな方々から苦情なり、何で我々がやら

なくてはならないんだという話で、ご理解をいた

だくためにも一生懸命いろいろ話をしました。自

分たちのものはせめて自分たちで何とか管理して

くださいと。持っていくところからは市が引き受

けます。置いておくところまでは何とか皆さんで

話し合って上手に管理してください、こういうこ

とを一生懸命話ししながら、そういうのを一歩一

歩積み重ねていけば、我々が目的とするような大

きな３つ、それ以外にもあると思いますが、３つ

の施策目的が達成できるんじゃないかと思ってお

ります。 

  まだ２カ月程度やった話の中で、どうのこうの

論評する場合じゃなくて、市民の方にいかに理解

をしていただいて、ごみ減量とか負担公平とか、

そういう施策目的が達成できるように努力を全力

を挙げてやっていく。そういうまだまだ、ロケッ

トなら打ち上げたところですから、軌道にもまだ

全然乗っていないところですので、今はそちらに

向かって頑張らさせていただきたいというふうに

思っております。 

  ですから、それぞれの市町で考えるのは、それ

ぞれの市町のやり方があるんだなというふうに理

解をしていただきたいと思います。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 
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○１０番（髙久好一君） まだ始まったばかりとい

うお話です。依然として私と生活環境部長の間に

は相当な溝があります。私、最初からごみの有料

化、そしてこういった値段、決まりのやり方、そ

して説明会のやり方も、決めてから説明する、そ

ういうのも順序が違うと、そういうお話をしてま

いりました。 

  重く受けとめるというのは、説明とか、やり方

について市民の皆さんにまだしっかりと行き渡っ

ていないと、そういう意味の自戒の意味を込めて

の重く受けとめるというお話でした。 

  私たちのほうは、やはりごみの有料化は基本的

に税金の二重取りだと、そういう考えです。そし

て、こういった有料化を行わなくても十分減量化

はできると。きょうの早乙女議員のお話の中にも

そういう表現が出てまいりました。こうしなくて

も減量化はできたのではないかというお話があり

ました。私たちもそういう考え方を持っています。

有料化しなくてもごみは減量できていく。それこ

そ市民の協働というのはそういうことを目指すべ

きだと、私も繰り返しそう言ってこの問題に取り

組んできたつもりです。 

  以下は請願として、産業環境常任委員会のほう

の審議の経過を見守りたいという態度でいきたい

と思います。 

  ２番の地域活性化・経済危機対策臨時交付金に

入っていきます。 

  政府は2009年度補正予算を計上し、すべての地

方自治体に配分する総額１兆円の臨時交付金につ

いて、自治体ごとの交付限度額をまとめました。

県はこれを受け、臨時交付金を盛り込んだ補正予

算を提出します。那須塩原市に配分される６億

2,300万円の使途について伺うものです。 

  ①雇用対策など市民生活を支援する事業となっ

ていますか。 

  ②市内の中小業者が参入しやすい事業は考えら

れているか。 

  以上２点について伺います。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 経済危機対策臨時交付

金につきましての２点のご質問をいただいたとこ

ろでございますけれども、この問題につきまして

は、昨日、市政一般質問の関谷暢之議員にお答え

したとおりということですので、よろしくお願い

したいと思います。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） きのうの関谷議員に答え

たとおりだということです。そういうことなので、

私のほうはきのうの話をまとめながら先に進めて

いきたいと思います。 

  今回は第２次補正ということになると思います。

定額給付金に比べると３分の１にも満たない額で

はありますが、前回同様、自治体にとっては使い

勝手がよいと言われている予算です。ほとんどの

事業に使えると言われています。緊急性があるも

の、市民の要望が強いもの、優先度が高くても予

算不足で手がつけられなかったもの、こういった

ものを、３月議会でも、同じ内容のものとなると

思います。そのときの名前は地域活性化・生活対

策交付金、今のこれは第１次の補正だと思います。

私の質問に市長は、交付金の目的と方針を踏まえ、

市民の生活と密着したインフラ整備などの事業を

選択した。小中学校の耐震改修、地上デジタルテ

レビ対策、ゆ～バスの更新、生活道路の舗装・修

繕工事、市営住宅のリフォーム、非常警報の整備

など、国から市に出る地域活性化・生活対策交付

金２億4,292万円を約９億円の予算として前倒し

して切れ目なく迅速に実施できるものと考える、

こういう答弁をいただきました。 
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  そうした中で私が一番気にしているところは、

市民が市から応援されている、支援されていると

いうことで、こうした事業の中に地元の業者がど

のぐらい参入できるのか、こういった下請業者、

ひとり親方、そして20人以下の業者、市のほうも

昨年暮れの融資などで対策を盛り込みました。そ

ういう市民がこういった仕事にしっかり参入でき

る、こういう事業をどのくらい考えているか、こ

の点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 総務部長。 

○総務部長（増田 徹君） 昨日、関谷議員から今、

議員がおっしゃった３月前倒しの市の生活対策臨

時交付金について、市内の業者がどのくらい参入

したのかというご質問がありました。大変私の認

識不足でそのとき明快なお答えができなく申しわ

けなく思っておりましたけれども、その後調査を

させていただきました。 

  11事業の中で、特に技術が必要なデジタル化の

問題以外は、耐震化の問題でありますとかハイブ

リッド車の購入でありますとか、そういったもの

については市内の業者に受注する、または受注す

る予定だということでございますので、ただいま

議員おっしゃっているように、市内の業者が参入

するというふうなことは当然考えております。 

  ただ、今、ご質問いただいている臨時交付金に

ついては、交付要綱等々がまだ私どものほうに届

いておりません。交付要綱がない中でやるに当た

っては実施計画をつくっていかなければならない。

２つの臨時交付金、両方とも実施計画をつくって

いくというような作業がございます。そのために

現在、各部各課にどういうメニューがあるのか、

どういう事業があるのかというような調査をして

いるところでございますので、どういう参入がで

きるかというような細かい事業がどのぐらいある

のかということについてはこれから実施計画をつ

くっていくということでご理解いただきたいと思

います。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） この事業、当然市内の業

者が参入できるような、そういう形でやっていく

ということで、実際のところはこれから実施計画

をつくってということなので、しっかりしたもの

は９月の補正ということになるのかなということ

でございます。 

  一応私のほうでつかんでいるのは、今こういう

使い勝手のいい交付金ということなので、しっか

りと私たちの要望も前もって言っておくというこ

とで、市のほうにもしっかり取り組んでいただき

たい。国のほうの14兆円のうちのたった１兆円、

その中の那須塩原市に振り当てられる額というこ

とだと思います。ぜひしっかりと市民が市から事

業の面でも支援されているというような事業を展

開していただきたいと思います。 

  それでは、３番に入ります。 

  やはり同じような問題です。今度は予算を減ら

される話です。 

  ３番、県財政健全化プログラムについてです。 

  県が発表したとちぎ未来開拓プログラム試案で

は2,338事業が聖域なき見直しの対象とし、1,419

事業で補助金の廃止や縮小を行うとしています。 

  ①教育・福祉を含む幅広い分野で県民や市町、

関係団体に痛みを迫る内容と報道されているが、

市民生活への影響をどのように考えているか。 

  ②知事は、子ども医療費助成を小学６年生まで

拡大する公約を後退させて所得制限をするとして

います。市民の負担増と事務の煩雑さはどうなる

のか。また、市長公約の子ども医療費の現物給付

の小学校入学前までの拡大は予定どおりできるの

か。 

  ③です。学校給食への県農産物供給拡大や米飯
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給食回数の拡大支援に対する助成について対策は

あるか。 

  以上３点について伺うものです。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 髙久好一議員の市政一般質

問にお答えいたします。 

  私からは、３の県財政健全化プログラムについ

てお答えいたします。 

  県財政健全化プログラムについてでございます

けれども、とちぎ未来開拓プログラムに関する①

から③でございますが、６月９日の相馬議員の市

政一般質問にお答えしたとおりでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

  なお、②の子ども医療費助成に関しましても、

前日お答えをしておりますとおり、私の公約であ

ります現物給付の小学校入学前までの拡大につい

ては、財政状況を勘案しながら任期中に実施して

まいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） ①から③、相馬義一議員

に答えたとおりということでした。 

  一番市長に関係のある子ども医療費の助成につ

いて、確認です。予算を勘案しながら任期中に実

現する方向で進めていきたいということであった

と思います。 

  現在、那須塩原市の子ども医療費、３歳までは

現物給付、入学前までは償還払いということで、

小学校入学後３年までは県と同じ個人負担分があ

るということでいいんだと思うんですが、市長の

９日の相馬議員への答弁の中で、それぞれの自治

体が場所によっては中学３年生まで行っていると。

それはそれでいいと思うというお話だったと思い

ます。 

  任期中にということは、私、少しおくれるのか

なと。４年間の中で考えたいということでいいの

かなと思うんですが、ぜひこれは早める方向で進

めていただきたい。そういう思いで、もう一度こ

れを確認したいと思います。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 確認ということでございま

すけれども、先ほど申し上げましたように、財政

状況を勘案しないと、先日もお答え申し上げまし

たように、本年度の市税収入につきましても、平

成20年度末の決算から比べましても２億円以上の

税収不足になってくる状況にあるのかなというふ

うな判断の中で、今、財政の中で考えておる部分

がありますので、当然財政負担の中とかみ合わせ

た中での形となりますので、できれば早くやりた

いというのは私の心情でございますけれども、ど

ういう形になるか、今後の財政、この経済情勢が

３年で済むのかどうかというような話すらあるわ

けでございますので、当然財政状況を見てやらざ

るを得ない中から、私自身としてはなるべく早い

時期とは思っておりますけれども、とりあえずは

任期中にはやりたいという原則的な考えをお示し

しておるところでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 任期中にはやりたいとい

うことです。公約を実行したいというお話でござ

いました。この子ども医療費、県のほうは所得制

限をすると効果額が3,400万円、こんなふうに新

聞にも報道されています。さらに、③の学校給食、

県農産物、米飯給食回数に対する助成については、

効果額が削減すると1,000万円ほどういてくるん

だというような報道もされています。 

  先ほどの子ども医療、この③の学校給食、これ
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についても大変市民に大きな影響を与えます。こ

の学校給食について言えば、学校給食に対する支

援削減ということになると、地元の農家や市場か

ら購入する米や野菜が直接影響を受けるのは、と

ても心配するところです。那須塩原市は県でも農

業産出額が高いところです。 

  つい最近、カビ毒輸入米が違法に食用として加

工・販売された。でん粉として幼稚園や学校給食

の食材として使われた苦い経験があります。地域

経済を守り、より安全・安心な学校給食は地産地

消にまさるものはありません。国が経済対策を行

い、県が足を引っ張るような事態が起こりかねま

せん。市民の目線に立った市の行政力の発揮を要

望するものです。 

  ３を終わりまして、４に入っていきます。 

  新型インフルエンザ対策についてです。 

  これも私の前に何人かの議員が質問されました。

新型インフルエンザの感染が国内で急速に広まり、

医師、看護師不足、感染症病床不足や風評被害も

懸念されています。事前の対応が早急に求められ

ていますが、３点について伺うものです。 

  ①熱が出たらまず電話で相談と言われるが、庁

舎内の相談窓口と関連病院との連携体制は十分と

られているか。 

  ②マスクや検査キットなど自助努力だけでなく、

行政が責任を持って医療機関や市民に支援を強め

てほしい。 

  ③生活困窮者や資格証発行世帯に対し、市の責

任において医療が受けられるような支援体制はで

きているか。 

  以上３点伺います。 

○議長（平山 英君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 新型インフルエン

ザ対策についてお答えいたします。 

  まず、①の件ですが、庁舎内の相談窓口といた

しましては、６月10日の磯飛清議員にも答弁した

とおり電話相談窓口を開設しております。 

  新型インフルエンザ対策の検査あるいは医療に

つきましては県が行うことになっておりますので、

発熱等、インフルエンザの症状が見られる方は県

北健康福祉センターの発熱電話相談センターへ連

絡し、その相談センターから指示があった方は発

熱外来診療所で受診をすることになっております。 

  ②の市民への支援についてでございますけれど

も、まず、新型インフルエンザの感染者が自宅療

養をしている場合に対する生活支援というのがご

ざいます。しかし、その前にホームページや広報

紙、新聞折り込み、自治会配布などあらゆる手段

で感染予防の住民周知を図ってまいりたいと考え

ております。 

  ③でございますけれども、生活困窮者や資格証

発行世帯に対しての支援体制についての質問です

が、５月18日付で厚生労働省保険局医療課長名で

新型インフルエンザに係る発熱外来の受診時にお

ける被保険者資格証明書の取り扱いの通知がござ

いました。感染拡大を防止する必要性から、発熱

外来を受診した際に資格証明書を提示した場合、

当該月の療養につきましては被保険者と同様に取

り扱うよう指示がございました。 

  本市におきましても、この通知に従いまして、

資格証発行世帯の受診について関係医療機関に対

応を依頼したところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁がありました。 

  まず、①からやっていきたいと思います。磯飛

議員の質問に答えたということです。 

  ①については県が行っていると。そういう中で、

市民が身近でまず相談をするのは頼りになる市役
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所の存在です。新聞のインフルエンザの記事のそ

ばには毎日発熱相談センターの案内が掲載されて

います。多くの市民は新聞に毎日出ていることを

知っているでしょうか。発熱外来など実務は県が

対応することになっていても、発熱外来は、新型

インフルエンザに感染したと思ったら病院に行く

前にまず電話で相談する。相談センターの案内な

ど、ぜひ行ってほしいと思っています。これはや

っているということなので、まず一安心です。 

  ②です。市民への支援を強めてほしいというこ

とで、住民への周知を重点に行っているというこ

とです。こうしたときに見落とせないのが日常生

活や経済活動への支援対策です。兵庫などでは、

学校だけでなく、保育所や福祉施設が閉鎖されて

いたため、感染を防止するため当然ですが、その

ために不足している医師や看護師など医療従事者

が仕事に通えなくなったと、こういう苦情が相次

ぎ報告されています。臨時保育、これは市のほう

が担当するものだと思いますが、医療従事者を支

援する体制、こういったものをしっかりお願いし

たいと思っています。 

  それから、商店や観光など経済的な打撃も深刻

です。こういったところもあわせて相談に乗れる

ような体制をぜひつくっておいていただきたいと

思います。 

  ③に入ります。生活困窮者、資格証発行世帯に

対しての問題です。 

  国のほうは早々と新型インフルエンザ対策とい

うことで、資格証しか持っていない、保険証を取

り上げられた世帯が発熱外来を受診した場合、窓

口負担を３割で対応すると。都道府県、そして医

療機関の関係者にこうした周知を行ったというお

話がありました。 

  那須塩原市は市民に新型インフルエンザの対策

のチラシを５月２日と５月18日に出しています。

この通知が出たのが、18日に発表されて19日だと

思います。そういう中で、那須塩原市は栃木県で

２番目に資格証の発行が多い自治体です。資格証

の発行世帯は２月末で1,374世帯、約2,300人への

周知が大変気になりました。医療機関にはしっか

りと報告されたということでございますが、この

資格証交付世帯への周知についてどのようになっ

ているかお伺いしたいと思います。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 先ほど申しました

ように国のほうから５月18日付で通知が来たわけ

ですが、それに伴いまして医療機関のほうには周

知をいたしてきたところですけれども、資格者証

の世帯につきましては、それについて周知をして

はございません。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 資格証世帯に周知はして

いないということです。こうしたインフルエンザ

の感染拡大ということに対して、非常に医療機関

に行きたがらない。それと、資格証なので当然医

者には行けない、お金がない、行きたくても行け

ないという状態のこういった人々への支援。発熱

外来を受診した場合には３割で対応できるんです

という対応が当然行われていいものと私は理解し

ていますが、その点どうでしょうか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 発熱外来といいま

すのは、昨日も答弁したかと思うんですが、現在

の国の指針というか、外来に行きますと、一般の

診療所では受けられない形になっております。し

たがって発熱外来を設けているところになります

ので、栃木県内では11カ所でございます。県北で

は２カ所ということになっていますので、一般の

病院、診療所にかかった場合のほうではなくて、

発熱外来の専門のところになりますので、そこの
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医療機関においてはそういったものは承知してお

りますので、資格者証を見せれば、一般的には３

割負担でかかれるということになっております。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） どうもうまく話がかみ合

ってないようです。私のほうは、こういったこと

を知らなければ当然行く気にならないと。我慢し

てしまうと。幸い今回は感染力が強くても症状は

軽いというのがありますが、こういったことも含

めて、しっかりと感染経路を断つ、そしてほかの

人にうつさない、こういったやり方、大変私は大

事だと思っています。そういった見地からはどの

ように考えているでしょうか。 

○議長（平山 英君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（平山照夫君） 議員言われるよう

に、感染拡大の防止という観点からも、仮に新型

インフルエンザにかかったとなりますと、早目に

発熱外来のほうに行っていただくというのが一番

重要だと思いますので、１世帯１世帯に周知する

わけにはなかなかいかないと思いますが、何らか

の形で、そういった発熱外来を受診する場合に資

格者証の方も一般的な３割負担で受けられますよ

といったような周知方法を検討していきたいと思

っております。 

○議長（平山 英君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 周知の方法を何とか検討

していきたいという話がやっと出ました。ぜひし

っかり周知のほうをお願いしたいと思います。 

  今、飛躍的に強めなければならないのは、既に

国内に感染が定着したとの認識に立って、感染者

の早期発見や治療、拡大防止などの対策をとるこ

とだと思います。高校生などに感染者が一気に広

がった兵庫や大阪でも、政府の指針で定められた

発熱などの症状があった場合、電話による事前相

談や発熱外来での診断をするなどの体制が間に合

わず、一般の病院や診療所が対応に追われるとい

う事態になりました。発熱外来の施設数一つとっ

ても、６月初めまでは厚労省の集計でも全国で

1,000カ所にもなりません。これでは大量に感染

者が発生すれば対応できません。保健所の廃止な

ど地域の保健体制を破壊し、医師や病院の不足な

どを放置してきた政府の責任は重大です。国が必

要な財政負担も行える予想される規模に見合った

体制を整えることが急務です。 

  治療薬としてタミフルなどが効くと言われてい

ますが、新型インフルエンザに対応するワクチン

の開発や製造はこれからです。開発・製造を急ぐ

必要があります。今回の新型インフルエンザは症

状は軽くても感染力は強いことが証明されました。

海外での経験などで、糖尿病や人工透析を受けて

いる人、妊婦で重い症状がでることも明らかにな

りました。そうした人への対策を急ぎ、徹底して

いくことが大切だと思います。 

  質問を行ってまいりました。きょうまで来ると、

さすがに皆さん肝心なところはしっかり押さえて

いるということだと思います。そうした中で、私

の質問は他の議員と違う角度で取り上げ、重なっ

た部分もかなりあります。そういう中で、質問を

無事に終わることができました。ありがとうござ

いました。 

  以上で私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（平山 英君） 以上で、10番、髙久好一君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（平山 英君） 以上で本日の議事日程は終

了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 



－221－ 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時０１分 

 




